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原子力災害対策計画編 

第１章 総則 
 

第１節 計画の目的 

この計画は「災害対策基本法」（昭和３６年法律第２２３号）及び「原子力災害対策特別措置法」

（平成１１年法律第１５６号。以下「原災法」という。）に基づき，原子力事業者の原子炉の運転等

（加工施設，原子炉，貯蔵施設，再処理施設，廃棄施設，使用施設（保安規定を定める施設）の運

転，事業所外運搬）により放射性物質又は放射線が異常な水準で事業所外へ放出されることによる

原子力災害の発生及び拡大を防止し，原子力災害の復旧を図るために必要な防災対策に関し，常陸

太田市が，必要な体制を確立するとともに，防災に関してとるべき措置を定め，そのもてる機能を

有効に発揮して，総合的かつ計画的な原子力防災事務又は業務の遂行により，住民の生命及び身体

の安全を図ることを目的とする。 

 

第２節 計画の性格 

１ 常陸太田市の地域に係る原子力災害対策の基本となる計画 

この計画は，常陸太田市（以下，「市」という。）の地域に係る原子力災害対策の基本となるも

のであり，国の防災基本計画原子力災害対策編及び茨城県地域防災計画（原子力災害対策計画

編）に基づいて作成したものであって，指定行政機関，指定地方行政機関，指定公共機関及び指

定地方公共機関が作成する防災業務計画と抵触することがないように，緊密に連携を図った上で

作成されたものである。 

市等関係機関は想定される全ての事態に対して対応できるよう対策を講じることとし，たとえ不

測の事態が発生した場合であっても対処し得るよう柔軟な体制を整備するものとする。 

２ 市地域防災計画における他の災害対策との関係 

この計画は，「常陸太田市地域防災計画」の「原子力災害対策計画編」として定めるものであ

り，この計画に定めない事項については，「風水害等対策計画編 ２.風水害対策計画」に準ず

る。 

３ 計画の作成又は修正に際し順守すべき指針 

地域防災計画（原子力災害対策編）の作成又は修正に際しては，原災法第６条の２第１項の規

定により，原子力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」を遵守するものとする。 

 

第３節 計画の周知徹底 

この計画は，関係行政機関，関係公共機関その他防災関係機関に対し周知徹底を図るとともに，

特に必要と認められるものについては市民への周知を図るものとする。また，各関係機関において

は，この計画を熟知し，必要に応じて細部の活動計画等を作成し，万全を期すものとする。 

 

第４節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

原子力防災対策に関し，常陸太田市（以下，「市」という。）は，茨城県等と調整を図りながら，

職員の教育・訓練，設備・資機材の整備等により自らの事務又は業務を処理するための体制を平常

時から整備しておく。 

なお，防災に関する各関係機関の所掌事務は，下記のとおりである。 

□:住所電話 
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第 1 常陸太田市 

常陸太田市 

1 地域防災計画（原子力災害対策計画編）の作成及び修正 

2 災害状況等の把握及び関係機関への通報連絡 

3 消防対策 

4 災害対策本部の設置・解散 

5 ボランティアの受け入れ 

6 住民に対する広報及び情報伝達 

7 住民の避難・屋内退避等，救助及び立入制限 

8 緊急被ばく医療措置への協力 

9 被ばく者，一般傷病者の救急搬送 

10 飲食物の摂取制限等 

11 緊急輸送及び必要物資の調達・供給 

12 環境中の放射性物質の除去等 

13 各種制限措置の解除 

14 被害状況の調査及び被災者の生活の支援 

15 県の行う原子力防災対策に対する協力 

常陸太田市教育委員会 

1 幼児，児童，生徒への防災知識の普及 

2 幼児，児童，生徒の避難・屋内退避等の実施 

3 避難・屋内退避等に係る学校施設の使用への協力 

 

第 2 茨城県 

茨城県 

 水戸市笠原町 978-6  Tel 029-301-1111 Fax 029-301-2898 

1 地域防災計画（原子力災害対策計画編）の作成及び修正 

2 環境放射線の監視 

3 災害状況等の把握及び関係機関への通報連絡 

4 県災害対策本部等の設置・解散 

5 自衛隊・国の専門家等の派遣要請，受け入れ 

6 所在・関係周辺市町村の防災対策に関する指示，指導，助言及び協力 

7 隣接県，市町村等への防災対策に関する情報伝達，応援協力要請等 

8 ボランティアの受け入れ 

9 緊急時環境放射線モニタリング（以下「緊急時モニタリング」という。）の実施 

10 県民に対する広報及び情報伝達 

11 住民の避難・屋内退避等，救助及び立入制限に関する所在・関係周辺市町村への指示 

12 緊急被ばく医療措置の実施 

13 飲食物の摂取制限に関する所在・関係周辺市町村等への指示 

14 緊急輸送及び必要物資の調達 

15 環境中の放射性物質の除去等 

16 各種制限措置の解除 

17 被害状況の調査及び被災者の生活の支援 
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県教育委員会  

 水戸市笠原町 978-6  Tel 029-301-5152 Fax 029-301-5139 

1 幼児，児童，生徒への防災知識の普及 

2 幼児，児童，生徒の避難・屋内退避等の実施 

3 避難・屋内退避等に係る学校施設の使用への協力 

県警察本部（太田警察署） 

 常陸太田市木崎二町 1727-7 Tel 0294-73-0110 

1 防護対策区域に係る立入制限，交通規制，住民の避難誘導等の警備 

 

第 3 指定地方行政機関 

警察庁 関東管区警察局 茨城情報通信部 

 水戸市笠原町 978-6 Tel 029-301-0110 Fax 029-224-3032 

1 管区内各県警察の災害警備活動及び相互援助の調整 

2 警察通信の確保と統制 

3 管区内各県警察及び防災関係機関等からの情報収集並びに連絡・通報 

総務省 関東総合通信局 

 東京都千代田区九段南 1-2-1九段第 3合同庁舎 Tel 03-6238-1600 Fax 03-6238-1629 

1 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

2 防災及び災害対策用無線局の開設，整備についての指導 

3 災害対策用無線機及び災害対策用移動電源車の貸し出し 

4 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため，無線局の開局，周波数等の指定変更及び

無線設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可を行う特例措置の実施（臨機措置） 

5 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 

財務省 関東財務局 水戸財務事務所 

 水戸市北見町 1-4 Tel 029-221-3188 Fax 029-231-6454  

1 地方公共団体に対する災害融資 

2 原子力災害時における金融機関の緊急措置の指示 

3 国有財産の無償貸与 

経済産業省 関東経済産業局 

 さいたま市中央区新都心 1-1 さいたま新都心合同庁舎 1号館   

Tel 048-600-0213 Fax 048-601-1310 

1 原子力事業所の災害に関する情報収集及び防災に関する協力 

2 生活必需品，普及資材などの防災関係物資の円滑な供給確保 

3 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営確保 

4 被災中小企業の振興 

厚生労働省 関東信越厚生局 茨城事務所 

 水戸市北見町 1－11 水戸地方合同庁舎 Tel 029-277-1316 Fax 029-277-1336 

1 関係職員の現地派遣 

2 関係機関との連絡調整 

厚生労働省 茨城労働局 水戸労働基準監督署 

 水戸市宮町 1-8-31 Tel 029-226-2237 Fax 029-226-2239 

1 労働者の被ばく管理の監督指導 
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2 労働災害調査及び労働者の労災補償 

3 原子力事業所の事故の際における労働者健康管理の指示 

農林水産省 関東農政局 茨城県拠点 

 水戸市北見町 1-9 Tel 029-221-2184 Fax 029-225-6253 

1 主要食糧の需給調整 

2 被災地周辺農林畜水産物等の安全性の確認 

3 災害時における生鮮食料品等の供給 

4 被災農林漁業者等への災害金融措置の要請 

5 風評被害等の防止対策 

農林水産省 関東森林管理局 茨城森林管理署 

 水戸市笠原町 978-7 Tel 029-243-7211 Fax 029-243-7125 

1 国有林野等の被害状況に関する情報の収集及び提供 

2 国有林野内の放射性物質の汚染対策 

国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 

水戸市千波町 1962-2 Tel 029-240-4061 Fax 029-240-4081 

1 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧への備え 

2 情報の収集・連絡，緊急連絡体制及び通信の確保 

3 活動体制の確立 

4 災害復旧に関すること  

5 大規模災害発生時の TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の派遣に関すること  

6 大規模災害発生時のリエゾン（情報連絡員）の派遣に関すること 

国土交通省 関東運輸局 

 横浜市中区北仲通 5-57 横浜第 2合同庁舎 Tel 045-211-7269 Fax 045-212-2017 

1 自動車運送業者に対する運送協力要請  

2 自動車及び被災者，災害必需物資等の輸送調整 

3 応急海上輸送の輸送力の確保 

国土交通省 東京航空局 常陸太田航空衛星センター 

 常陸太田市白羽町 1715 Tel 0294-72-9101 Fax 0294-72-9104 

1 原子力施設上空の飛行規制とその周知徹底 

2 飛行場使用の相互調整 

国土交通省 海上保安庁 第三管区海上保安本部 茨城海上保安部 

 ひたちなか市和田町 3-4-16 Tel 029-263-4118  

1 船艇，航空機等による原子力災害情報の伝達 

2 避難に関する情報の伝達・避難誘導等 

3 海上における緊急時モニタリングの支援 

4 通航船舶に対する航行の制限及び航泊禁止等の措置 

5 海上における救助・救急活動 

6 緊急輸送に関すること 

7 海上における治安の維持 
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国土交通省気象庁 東京管区気象台 水戸地方気象台 

 水戸市金町 1-4-6 Tel 029-224-1106 Fax 029-227-5230 

1 気象状況の把握 

2 気象に関する資料・情報の提供 

3 緊急時モニタリングへの支援 

 

第 4 自衛隊 

防衛省 陸上自衛隊 勝田駐屯地 施設教導隊 

 ひたちなか市勝倉 3433 Tel 029-274-3211（432）時間外（438）Fax 029-274-3211 

1 緊急時モニタリングの支援 

2 被害状況の把握 

3 避難の援助 

4 行方不明者等の捜索援助 

5 消防活動 

6 応急医療，救護 

7 人員及び物資の緊急輸送 

8 危険物の保安及び除去 

9 その他災害応急対策の支援に関すること 

 

第 5 指定公共機関 

東日本電信電話株式会社 茨城支店 

 水戸市北見町 8-8 Tel 029-232-4825 Fax 029-232-4950 

1 公共機関等の防災関連の重要通信及び避難所等の臨時回線の優先的確保 

ＫＤＤＩ株式会社 水戸支店 

 水戸市大工町 1-2-3 Tel 029-228-6671 

1 防災関係機関や避難所等の通信の確保 

株式会社ＮＴＴドコモ 茨城支店 

 水戸市宮町 1-1-83 Tel 029-300-0160 

1 防災関係機関や避難所等の通信の確保 

日本銀行 水戸事務所 

 水戸市南町 2-5-5 Tel 029-224-2734 Fax 029-222-1036 

1 通貨の円滑な供給の確保 

2 金融機関の間の資金決済の円滑の確保 

3 金融機関の業務運営の確保 

4 金融機関による金融上の措置の実施 

5 上記業務に係る広報 

日本赤十字社 茨城県支部 

 水戸市小吹町 2551 Tel 029-241-4516 Fax 029-241-4714 

1 医療救護活動の実施 

2 災害救助への協力 

3 救援物資の配分 
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日本放送協会 ＮＨＫ水戸放送局 

 水戸市大町 3-4-4 Tel 029-232-9885 Fax 029-232-9883 

1 広報 

2 原子力災害情報及び各種指示等の伝達 

東日本高速道路株式会社 関東支社 水戸管理事務所 

 水戸市加倉井町 2206 Tel 029-252-6151 Fax 029-252-6155 

1 高速自動車国道等の交通の確保 

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。） 

 東海村白方 2-4 Tel 029-282-5100 Fax 029-282-6111 

原子力緊急時支援・研修センター（以下「支援・研修センター」という。）を通じて次のような原

子力防災対策への支援・協力 

1 国，県，所在・関係周辺市町村が実施する原子力防災対策への積極的な支援・協力（緊急時モニ

タリング，緊急被ばく医療活動，広報活動等） 

2 原子力事業者が実施する原子力防災対策への専門的・技術的支援（事故拡大防止，汚染拡大防止

等） 

3 原子力防災に必要な教育・訓練  

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

 千葉市稲毛区穴川 4-9-1 Tel 043-382-8001 

1 国，県，所在・関係周辺市町村が実施する原子力防災対策への積極的な支援・協力（緊急時モニ

タリング，緊急被ばく医療活動，広報活動等） 

2 原子力事業者が実施する原子力防災対策への専門的・技術的支援（事故拡大防止，汚染拡大防止

等） 

3 原子力防災に必要な教育・訓練 

日本原子力発電株式会社 

 東海村白方 1-1 Tel 029-282-1211 Fax 029-287-1298 

1 国，県，所在・関係周辺市町村が実施する原子力防災対策への積極的な支援・協力（緊急時モニ

タリング，緊急被ばく医療活動，広報活動等） 

2 原子力事業者が実施する原子力防災対策への専門的・技術的支援（事故拡大防止，汚染拡大防止

等） 

3 原子力防災に必要な教育・訓練 

東日本旅客鉄道株式会社 水戸支社 

 水戸市三の丸 1-4-47 Tel 029-225-3140 Fax 029-221-5850 

日本貨物鉄道株式会社 水戸営業支店 

 水戸市三の丸 1-4-47 Tel 029-227-2113 Fax 029-227-2147 

1 災害対策用物資及び避難者の輸送への協力 

日本通運株式会社 茨城支店 

 水戸市城南 1-2-21 （総務課）Tel 029-224-3113 

1 災害対策用物資の輸送への協力 

東京電力パワーグリッド株式会社 茨城総支社 

 水戸市南町 2-6-2 Tel 029-387-3600 Fax 029-221-5850 

1 災害時における電力供給に関すること 
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日本郵便株式会社 常陸太田郵便局 

 常陸太田市宮本町 2352 Tel 0294-72-0300 Fax 0294-72-0536 

1 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

2 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

3 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

4 災害時における郵便局窓口業務の維持に関すること 

 

第 6 指定地方公共機関 

一般社団法人 茨城県医師会 

 水戸市笠原町 489 Tel 029-241-8446 Fax 029-243-5071 

1 緊急被ばく医療等の医療救援活動への協力 

2 健康影響調査（健康診断等）への協力 

運輸機関（茨城交通株式会社，関東鉄道株式会社，鹿島臨海鉄道株式会社，一般社団法人茨城県ト

ラック協会，日立電鉄交通サービス株式会社，ジェイアールバス関東株式会社，一般社団法人茨城

県バス協会） 

1 避難者及び災害対策用物資の輸送協力 

株式会社 茨城新聞社 

 茨城新聞本社 水戸市笠原町 978-25 茨城県開発公社ビル Tel 029-239-3001  

Fax 029-301-0360 

 常陸太田支局 常陸太田市山下町 946-3パリー舎ビル 105 Tel 0294-72-0201 Fax 0294-72-0440 

株式会社 茨城放送（ＩＢＳ） 

 水戸市千波町 2084-2 Tel 029-244-2160 Fax 029-244-4100 

1 広報 

2 原子力災害情報及び各種指示等の伝達 

 

第 7 公共的団体及びその他防災上重要な施設の管理者 

常陸農業協同組合 

 常陸太田市山下町 3889 Tel 0294-72-9111 Fax 0294-72-9922 

1 汚染農産物の出荷制限等応急対策の指導 

2 食糧供給支援 

常陸太田市森林組合 

 常陸太田市小中町 82-1 Tel 0294-82-2131 Fax 0294-82-2132 

1 汚染林産物に関する対策の指導 

漁業協同組合（茨城県信用漁業協同組合連合会） 

 水戸市三の丸 1-1-33 Tel 029-224-5151 Fax 029-224-0070 

1 漁船等への広報協力 

2 汚染水産物の出荷制限等応急対策の指導 

常陸太田市商工会 

 常陸太田市中城町 3210 Tel 0294-72-5533 Fax 0294-72-5546 

1 救助用物資，復旧資材の確保，協力，斡旋 
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学校法人 

1 幼児，児童，生徒への防災知識の普及 

2 幼児，児童，生徒の避難・屋内退避等の実施 

3 避難・屋内退避等に係る学校施設の使用への協力 

公益社団法人 茨城原子力協議会 

 茨城県那珂郡東海村村松 225-2 Tel 029-282-3111 

1 広報 

2 県・市町村が実施する災害応急対策への協力 

原災法対象原子力事業所（指定公共機関としての業務を除く） 

1 原子力事業者防災業務計画の作成及び修正 

2 原子力施設の危険時の措置を含む防災管理 

3 防災上必要な社内教育及び訓練 

4 自衛防災組織の充実・強化 

5 環境放射線監視の実施及び協力 

6 通報連絡 

7 事故拡大防止及び汚染拡大防止措置 

8 災害状況の把握及び報告 

9 緊急時モニタリングの実施及び協力 

10 緊急被ばく医療活動の実施及び協力 

11 その他，県，所在・関係周辺市町村が実施する原子力防災対策への積極的な協力 

その他の原子力事業所（指定公共機関としての業務を除く） 

1 緊急時モニタリングへの協力 

2 その他，県，所在・関係周辺市町村が実施する原子力防災対策への積極的な協力 

報道機関（NHK（水戸放送局），株式会社茨城新聞社，株式会社茨城放送を除く） 

1 広報 

2 原子力災害情報及び各種指示等の伝達 

公益社団法人 茨城県診療放射線技師会，公益社団法人 茨城県看護協会， 

公益社団法人 茨城県薬剤師会及び公益社団法人 茨城県臨床検査技師会 

1 緊急被ばく医療活動への協力 

2 健康影響調査（健康診断等）への協力 
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第５節 計画の対象となる範囲及び対応 

１ 対象となる原子力事業所及び原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の範囲 

本計画の対象となる原子力事業所は，原災法第２条第４号に規定する原子力事業所（以下，

「原災法対象事業所」という。）とし，原子力災害対策を重点的に実施すべき区域（以下，「原子

力災害対策重点区域」という。）を設定する施設，原子力災害対策重点区域の範囲（「原子力災害

対策指針」に示されている予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ）及び緊急防護措置を準備す

る区域（ＵＰＺ）の目安）を基準とする。 

 

表 1 原災法対象事業所及び原子力災害対策重点区域注 1） 

原災法対象事業所 
〔所在市町村〕 

 原子力災害対策重点区域 

許可区分注2） 
重点区域を設定 
する原子力施設 

重点区域の範囲 対象区域 

日本原子力発電(株) 
東海第二発電所  
（略称：原電東海） 

〔東海村〕 

原子炉 発電用原子炉施設 
（ＵＰＺ） 
約30㎞ 

市全域注3） 

※ 注１）：原子力災害対策指針における予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ：Precautionary 

Action Zone），緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：Urgent Protective action 

Planning Zone） 

注２）：核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。）

の許可等の区分による。 

注３）：東海第二発電所のＵＰＺ圏外となる里川町，徳田町，小妻町，小中町についても，住民

の緊急防護措置の対応について市内他地区と同様にＵＰＺ圏内の扱いとする。 

 

２ 計画における対応 

本計画では，表１に掲げる事業所を対象に，原子力災害が発生（過酷事故，自然災害と相前後

して発生する事故を含む。）した場合を想定し，市が行う以下の各種防災活動を規定する。 

・広報の実施 

・避難・屋内退避等の方法 

・安定ヨウ素剤の配布及び服用 

・飲食物等の摂取・出荷制限の措置 

・緊急輸送の体制の確立 

・飲食物・生活必需品の供給 

・治安の確保 

 

第６節 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分等に応じた防護措置の準備

及び実施 

１ 原子力施設等の状態に応じた防護措置の準備及び実施 

市内全域をＵＰＺの対応とする常陸太田市においては，全面緊急事態となった際には予防的な防

護措置（屋内退避）を原則実施することとする。 

 

２ 放射性物質が環境へ放出された場合の防護措置の実施 

市内全域をＵＰＺとすることから，放射性物質が環境へ放出された場合には，緊急時モニタリン

グによる測定結果を，防護措置の実施を判断する基準である運用上の介入レベル（ＯＩＬ）と照ら

し合わせ，必要な防護措置を実施することとする。 
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第７節 施設敷地緊急事態等に該当しない事故への対応 

１ 原災法第 10 条に規定する施設敷地緊急事態等に該当しない事故に対しても，事故に対する住

民の不安，動揺等の緩和を図るため，住民が受けるおそれのある被ばく線量に着目して，事故の

状況に応じて積極的な情報提供，注意喚起を行う等の対応を図る。 

２ 情報提供，注意喚起を行うに際しては，市は，県と十分な調整を図りつつ防災行政無線，イン

ターネット，広報車等により広報する。 

３ 事故のケースは，放射性物質の放出等に関する原子力事業所からの情報，放射線監視情報等か

ら迅速に判断する。このために，あらかじめ各ケースに相当する放射性物質の放出量，空間線量

率，排気筒又は環境中での放射性物質濃度等を概算して整備しておく。 
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第２章 原子力災害事前対策 
 

第１節 原子力施設の安全確保の基本方針 

１ 原子力事業者は，安全が全てに優先するとの原則の下，原子力施設周辺の安全を確保し，もっ

て住民の健康を保護する責務を有することを認識し，関係諸法令，原子力安全協定等の遵守はも

とより，自己の原子力施設の使用・運転・管理に万全の措置を講ずるものとする。 

 

２ 市は，市民の安全確保を図るため，原子力施設の立地，建設，運転について，県原子力審議会，

県原子力安全対策委員会等の意見を尊重し，平常時から原子力事業所の安全管理体制等について

確認するなど，原子力安全協定等の積極的な運用を図るとともに，県，国及び原子力事業者に対

して適時適切な措置を求めるものとする。 

 

第２節 原子力事業者における防災体制の確立等 

原子力事業者は，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律，電気事業法等の規定

に基づき，原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに，災害対策基本法及び原災

法の規定に基づき，原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止及び原子力災害

の復旧に関し，誠意をもって必要な措置を講じる。 

また，原子力事業者は，平常時から県，所在・関係周辺市町村と協調し，防災情報の収集及び提

供等の相互連携体制を整備しておくとともに，自衛消防体制の充実強化に努めるものとする。 

1 市と原子力事業者の連携 

（1) 地域防災計画（原子力災害対策計画編）の尊重 

原子力事業者が原子力災害対策を実施する際には，市が作成する地域防災計画（原子力災害

対策計画編）にも従うこととし，平常時から，同計画を原子力防災要員等に周知徹底する。 

（2）原子力防災教育・訓練 

原子力事業者は，施設の運転を常時安全に行うとともに，原子力災害時に的確な応急対策活

動がとれるよう，定期的に各種規定の教育，放射線防護を含めた原子力災害時の各種措置の訓

練を行うものとする。 

また，原子力事業者は，市が実施する原子力防災訓練に対し共催又は参加・協力する。 

 

2  原子力事業者との防災業務計画に関する協議及び防災要員の現況等の届出の受理 

（1）市は，原子力事業者が作成又は修正しようとする原子力事業者防災業務計画について，県から

意見聴取を受けた時は，自らの地域防災計画と整合性を保つ等の観点から，速やかに意見を文

書で回答するものとする。 

（2）原子力事業者が県に届け出た，原子力防災組織の原子力防災要員の現況，原子力防災管理者又

は副原子力防災管理者の選任又は解任，放射線測定設備及び原子力防災資機材の現況について，

県から写しが送付されてきた場合には受領するものとする。 

 

第３節  立入検査と報告の徴収 

１ 市は，原子力事業者が行う原子力災害の予防（再発防止を含む）等のための措置が適切に行わ

れているか，必要に応じ以下の方法により確認する。 

（1）原子力安全協定に基づき，原子力事業者から報告を徴収し，適時適切な立入調査を実施する。 
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（2）原災法第 31 条及び第 32 条の規定に基づき，原子力事業者から報告を徴収し，適時適切な立

入調査を実施する。 

２ 立入検査を実施する市の職員は，市長から立入権限の委任を受けたことを示す身分証明書を携

帯して，立入検査を行うものとする。 

 

第４節 国・県及び関係機関等との連携 

１ 茨城県原子力防災連絡協議会の活用 

市は，地域防災計画（原子力災害対策計画編）の作成及び修正，原子力事業所の防災体制に関す

る情報の収集及び連絡，地域ごとの防災訓練の実施，オフサイトセンターの防災拠点としての活用，

住民等に対する原子力防災に関する情報伝達，事故時の連絡体制，防護対策などの対応等について，

「茨城県原子力防災連絡協議会」の場等を通じて，平常時より密接な連携を図るものとする。 

 

２ 原子力防災専門官との連携 

市は，地域防災計画（原子力災害対策計画編）の作成，原子力事業所の防災体制に関する情報の

収集及び連絡，地域ごとの防災訓練の実施，オフサイトセンターの防災拠点としての活用，住民等

に対する原子力防災に関する情報伝達，事故時の連絡体制，防護対策（避難計画の策定を含む），広

域連携などの緊急時対応等については，原子力防災専門官と密接な連携を図り，実施するものとす

る。 

（図-１ 原子力緊急事態宣言発出後における応急対策等の内容と国，県，市町村等の役割分担 

参照） 

 

第５節  緊急事態応急体制の整備 

１ 市の活動体制の整備 

（1）警戒体制をとるために必要な体制 

ア 市は，警戒事態発生の通報を受けた場合及び大規模自然災害（立地市町村で震度５弱

以上の地震等）が発生した場合，速やかに職員の非常参集，情報の収集・連絡が行える

よう，あらかじめ非常参集職員の名簿等を含む体制図を作成し，参集基準や連絡経路を

明確にしておくなど，職員の参集体制の整備を図るものとする。また，事故対策のため

の警戒態勢をとるためのマニュアル等の作成など必要な体制を整備するものとする。 

イ 市は，警戒事態発生の通報を受けた場合に，副市長を本部長とする災害警戒本部を迅

速・的確に設置・運営するため，災害警戒本部の設置場所，職務権限，本部の組織・所

掌事務，職員の参集配備体制，本部運営に必要な資機材の調達方法等についてあらかじ

め定めておくものとする。 

ウ 現地事故対策連絡会議への職員の派遣体制 

市は，オフサイトセンターにおいて，防災関係機関が情報を共有し，調整を行う現地事

故対策連絡会議へ職員を迅速に派遣するため，あらかじめ派遣職員を指定するとともに，

派遣手段等を定めておくものとする。 

また，市は，現地事故対策連絡会議と即座に連携し活動できるよう，あらかじめ国，県，

所在・関係周辺市町村，原子力機構等と十分協議しておくものとする。 

（2）災害対策本部体制等の整備 

ア 市は，施設敷地緊急事態が発生した場合及び内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発出し
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た場合に，市長を本部長とする災害対策本部を迅速・的確に設置・運営するため，災害対策

本部の設置場所，職務権限，本部の組織・所掌事務，職員の参集配備体制，本部運営に必要

な資機材の調達方法等についてあらかじめ定めておくものとする。  

イ 市は，迅速な防護対策の実施が必要となった場合に備え，防護対策の指示を行うための体

制について，あらかじめ定めておくものとする。この際の意思決定については判断の遅滞が

ないよう，意思決定者への情報の連絡及び指示のための情報伝達方法と，意思決定者不在時

の代理者をあらかじめ取り決めておくものとする。 

ウ 原子力災害合同対策協議会等の体制及び職員の派遣体制 

原災法第１５条に基づく原子力緊急事態宣言発出後は，同法第２３条により，当該原子力

緊急事態に関する情報を交換し，それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力

するため，国，県等とともに原子力災害合同対策協議会が組織され，オフサイトセンターに

設置される。このため，市は原子力災害合同対策協議会に派遣する職員及びその派遣方法等

について，原子力防災専門官等と連携して定めておくものとする。 

また，オフサイトセンターにおいて，原子力災害合同対策協議会のもとにモニタリング情

報の把握，医療関係情報の把握，住民避難・屋内退避の状況の把握等を担う機能班を設け国，

県，市町村，関係機関及び原子力事業者等のそれぞれの職員を配置することとされており，

市はそれぞれの機能班に配置する職員及びその役割，権限等について，あらかじめ原子力防

災専門官等と協議して定めておくものとする。 

 

２ 防災関係機関相互の連携体制 

市は，平常時から原子力防災専門官をはじめとする国，県，自衛隊，警察，消防，海上保安庁，

医療機関，指定公共機関，指定地方公共機関，原子力事業者，その他の関係機関と原子力防災体制

につき相互に情報交換し，各防災関係機関の役割分担をあらかじめ定め，相互の連携体制の強化に

努めるものとする。 

 

３ オフサイトセンター 

（1）県は，原子力災害発生時に，国，市町村，事業者等の関係者が一堂に会して，住民がとるべき

行動の基本的指針の検討・協議，事故状況や応急対策の実施状況などの基本情報の集約・整理

を行い，緊急時モニタリング，被ばく医療，避難やこれら住民への情報発信等の防護対策を円

滑に実施するため，ひたちなか市西十三奉行地区にオフサイトセンターを整備する。 

（2）市は，原災法第１２条の規定により，オフサイトセンターの指定又は変更について，内閣総理

大臣から意見を求められた場合は，意見を内閣総理大臣に提出するものとする。 

（3）オフサイトセンターは，自然災害や避難のための立退きの勧告又は指示を受けた区域に含ま

れるなどにより使用できない場合には，「つくば国際会議場」又は「茨城県教育研修センター」

に移転される。 

なお，応急対策等の内容と国・県・市町村等の役割分担は，おおむね図１のとおりとする。 

（4）市は，国及び県とともにオフサイトセンターを地域における原子力防災の拠点として平常時

から訓練，住民に対する広報・防災知識の普及等に活用するものとする。 
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図-１ 原子力緊急事態宣言発出後における応急対策等の内容と国，県，市町村等の役割分担 

応急対策等の内容 原子力事業所 国 県 市町村 

 

○緊急時モニタリング 

    

 

○防護措置の実施方針 

 

 

 ・避難・屋内退避 

 

 

 ・安定ヨウ素剤の服用 

 

 

 ・飲食物等の摂取制限 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

        

 

 

        

 

   

 

○緊急被ばく医療 

 

   

 

 

 

○広報 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

県・市町村に 
指示 

市町村に連絡 
・伝達・確認 

住民に指示 

県・市町村に 
指示 

住民に指示 住民に指示 

市町村に指示 住民に指示 

協力 
緊急時モニタリ 
ングセンター 参加 

原子力災害合同対策協議会  （オフサイトセンター）での連携 

県に指示 

実施 

原子力災害合同対策協議会  （オフサイトセンター）での連携 

原子力緊急時支援・研修センターによる連携 

・国，県，所在・関係周辺市町村が実施する原子力防災対策への積極的な支

援・協力（緊急時モニタリング，緊急被ばく医療活動，広報活動等） 

・原子力事業者が実施する原子力防災対策への専門的・技術的支援（事故

拡大防止，汚染拡大防止等） 
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４ 広域的な応援協力体制の拡充・強化 

（1）市は，県の協力のもと災害対策基本法第５条の２及び第８条第２項第１２号の規定に基づき，

他の市町村との応援協定の締結を推進するなど，応援体制の整備，充実に努める。 

また，原子力事業者との緊急時における協力の内容等について，あらかじめ調整しておくも

のとする。 

（2）市は，県の協力のもと広域の市町村間の協定等に基づく消防相互応援体制の強化，緊急消防援

助隊による救助活動等の支援体制の充実等市町村相互の応援体制の整備，充実に努める。 

 

５ 自衛隊との連携体制 

市は，知事に対し，自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよう，あらかじめ要請の手順，連絡調整

窓口，連絡の方法を取り決めておくとともに，連絡先の徹底，受入体制の整備等必要な準備を整え

ておくよう要求するものとする。 

また，適切な役割分担を図るとともに，いかなる状況において，どのような分野（避難，救急，

救助，応急医療，緊急輸送等）について，自衛隊の災害派遣が必要なのか，平常時よりその想定を

行っておくものとする。 

 

６ 専門家の派遣要請手続き 

市は，原子力事業者より警戒事態又は施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合に備え，必要に

応じ国に対し事態の把握のために専門的知識を有する職員の派遣を要請するための手続きをあら

かじめ定めておくものとする。 

 

７ 人材及び防災資機材の確保等に係る連携 

市は，地震等による大規模な自然災害等との複合災害の発生により，防災活動に必要な人員及び

防災資機材が不足するおそれがあることを想定し，人材及び防災資機材の確保等において，国，指

定公共機関，県及び原子力事業者と相互の連携を図るものとする。 

 

８ 長期化に備えた動員体制の整備 

市は，国，県及び関係機関等と連携し，事態が長期化した場合に備え，職員の動員体制をあらか

じめ整備しておくものとする。 

 

第６節 情報の収集・連絡体制等の整備 

市は，国，県，原子力事業者，その他防災関係機関と原子力防災体制に関する情報の収集及び連絡

を円滑に行うため，次に掲げる事項について体制等を整備しておくものとする。 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

（1）市と関係機関相互の連携体制の確保 

市は，原子力災害に対し万全を期すため，国，県，原子力事業者その他防災関係機関との間

において確実な情報の収集・連絡体制を図ることを目的として，次の項目を参考にして情報の

収集・連絡に係る要領を作成し，事業者，関係機関等に周知するとともに，これらの防災拠点

間における情報通信のためのネットワークを強化するものとする。 

・事業者からの連絡を受信する窓口（夜間・休日等の勤務時間外の対応，通信障害時なども考

慮した，代替となる手段や連絡先を含む。） 
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・防護対策に関係する社会的状況把握のための情報収集先 

・防護対策の決定者への連絡方法（報告内容，通信手段，通常の意思決定者が不在の場合の代

替者（優先順位つき）を含む。） 

・関係機関への指示連絡先（夜間・休日等の勤務時間外の対応，通信障害時なども考慮した，

代替となる手段（衛星電話等非常用通信機器等）や連絡先を含む。） 

（2）機動的な情報収集体制 

市は，機動的な情報収集活動を行うため，国及び県と協力し，車両など多様な情報収集手段

を活用できる体制の整備を図るものとする。 

（3）情報の収集・連絡にあたる要員の指定 

市は，迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡の重要性に鑑み，発災現場の状況等について情

報の収集・連絡にあたる要員をあらかじめ指定しておくなど派遣できる体制の整備を図るもの

とする。 

（4）非常通信協議会との連携 

市は，非常通信協議会と連携し，非常通信体制の整備，有・無線通信システムの一体的運用

及び応急対策等緊急時の重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとする。 

（5）移動通信系の活用体制 

市は，関係機関と連携し，移動系防災無線，携帯電話等の業務用移動通信，アマチュア無線

等による移動通信系の活用体制の整備を図るものとする。 

（6）関係機関等から意見聴取等ができる仕組みの構築 

市は，災害対策本部に意見聴取・連絡調整等のため，関係機関等の出席を求めることができ

る仕組みの構築に努めるものとする。 

 

２ 情報の分析整理  

（1）人材の育成・確保及び専門家の活用体制 

市は，収集した情報を的確に分析整理するための人材の育成・確保に努めるとともに，必要

に応じ専門家の意見を活用できるよう必要な体制の整備に努めるものとする。 

（2）原子力防災関連情報の収集・蓄積と利用の促進 

市は，平常時より原子力防災関連情報の収集・蓄積に努めるものとする。また，それらの情

報について関係機関の利用の促進が円滑に実施されるよう国及び県とともに情報のデータベ

ース化，オンライン化，ネットワーク化についてその推進に努めるものとする。 

（3）防災対策上必要とされる資料 

市は，国，県及び原子力事業者と連携して応急対策の的確な実施に資するため，原子力施設

（事業所）に関する資料，社会環境に関する資料，放射性物質及び放射線の影響予測に必要と

なる資料，防護資機材等に関する資料を適切に整備し，定期的に更新するとともに，オフサイ

トセンターに適切に備え付けるとともに，これらを確実に管理するものとする。 

また，市は社会環境に関する資料等を災害対策本部設置予定施設に適切に備え付けるものと

する。 

・ 社会環境に関する資料 (例) ： 

ア 種々の縮尺の周辺地図 

イ 周辺地域の人口，世帯数（原子力事業所との距離別，方位別，要配慮者等の概要，統計

的な観光客数など季節的な人口移動に関する資料を含む。） 
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ウ 周辺一般道路，高速道路，林道，農道，鉄道，ヘリポート及び空港等交通手段に関する

資料（道路の幅員，路面状況，交通状況，各種時刻表，滑走路の長さ等の情報を含む。） 

エ 避難所及び屋内退避に適するコンクリート建物に関する資料及びあらかじめ定める避難

計画（位置，受入れ能力，移動手段等の情報を含む。） 

オ 周辺地域の配慮すべき施設（幼稚園，学校，診療所，病院，老人福祉施設，障害者支援

施設等）に関する資料（原子力事業所との距離，方位等についての情報を含む。） 

カ 緊急被ばく医療施設に関する資料（医療施設に関する，位置，受入れ能力，対応能力，

搬送ルート及び手段等） 

 

３ 通信手段・経路の多様化 

市は，国及び県と連携し，原子力防災対策を円滑に実施するため，原子力施設からの状況報告や

関係機関相互の連絡が迅速かつ正確に行われるよう，以下のほか，あらかじめ緊急時通信連絡網に

伴う諸設備等の整備を行うとともに，その操作方法等について習熟しておく。また，通信事業者に

対する移動基地局車両の派遣要請などの緊急措置について事前調整するものとする。 

 （1）災害に強い伝送路の構築 

市は，国及び県と連携し，災害に強い伝送路を構築するため，有・無線系，地上系・衛星系

等による伝送路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図るものとする。 

（2）災害時優先電話等の活用 

市は，東日本電信電話株式会社等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等

を効果的に活用するよう努めるものとする。 

（3）通信輻輳の防止 

市は，移動通信系の運用においては，通信輻輳時の混信等の対策に十分留意しておくものと

する。 

（4）非常用電源等の確保 

市は，庁舎等が停電した場合に備え，非常用電源設備(補充用燃料を含む。)を整備し，専門

的な知見・技術をもとに耐震性のある堅固な場所への設置等を図るものとする。 

（5）保守点検の実施 

市は，通信設備，非常用電源設備等について，保守点検を実施し，適切な管理を行うこと。 

 

第７節  住民等への的確な情報伝達体制の整備 

１ 情報伝達・住民広報の手段の整備 

（1）市は，原子力災害に対し万全を期すため，県，国，オフサイトセンター，支援・研修センター

及び原子力事業者その他防災関係機関との相互連絡体制を確立し，常時緊密な連携を図るとと

もに，これらの防災拠点間における専用通信回線，災害時優先電話，ＴＶ会議システム等を整

備，確保する。 

（2）市は，国，県，市町村等の防災関係機関が保有する災害に関する情報を集約し共有化する機能

を有する「統合原子力防災ネットワークシステム」の整備に協力するとともにシステムから集

約した情報を住民が理解しやすいよう情報を整理し，速やかに市ホームページ等により広報す

るものとする。 

（3）市は，防災行政無線（特に戸別受信機）の整備に努めるなど，住民への情報伝達に係る設備等

の充実に努める。 
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２ 住民等への的確な情報伝達体制の整備 

市は，国，県とともに，災害対策本部等からの住民への指示や情報の伝達が正確かつ迅速に行わ

れるよう，以下の事項をはじめとして，体制の充実に努める。 

（1）広報文例の作成 

市は，国，原子力の専門家，学識経験者，報道機関等と十分に協議し，以下の点を考慮して

広報文例を作成する。 

ア 住民への知識の普及の度合いを勘案し，科学的根拠だけでなく住民の感覚を最大限に

考慮して，住民が理解できるよう（中学生が理解できるよう）情報を整理する。 

イ 放射線量のデータを伝達する場合には，その意味合いを理解するための情報（平常時

の数値，法令等の基準・指標）を必ず付記する。 

ウ 事故発生事業所の場所，避難対象区域，交通規制の状況等の情報を伝達する場合に

は，地図などを用いて分かりやすいようにする。 

（2）報道機関との連携強化 

市は，放送事業者，通信社，新聞社等の報道機関の協力の下，コミュニティ放送局，ソーシ

ャルメディア等インターネット上の情報，有線放送，携帯端末の緊急速報メール機能の活用等

の多様なメディアの活用体制の整備に努めるものとする。 

（3）外国人も含めた「住民問合せ窓口」対応体制の整備 

ア 市は，原子力の専門家，学識経験者，報道機関等と十分に協議し，あらかじめＱ＆Ａ

集を準備しておく。 

イ 市災害対策本部に寄せられる問合せのうち技術的事項の解説等については，支援・研

修センターで対応できるよう，相互に転送が行える機能を整備する。 

ウ 事故発生時に個人の安否等の情報を確認できるようにするため，施設敷地緊急事態が

発生した場合には東日本電信電話株式会社の災害用伝言ダイヤルが開設されるよう，あ

らかじめ協議する。 

 

第８節 環境放射線の監視 

１ 平常時からの監視の実施 

市は，市内に設置されている県のモニタリングポストの値を確認するとともに，「茨城県東海地

区環境放射線監視委員会」に報告される原子力施設周辺の空間線量，環境試料の放射能調査結果を

確認する等して，原子力施設周辺の安全を監視する。 

 

２ モニタリング設備の維持 

市は，モニタリングポストの状態を定期的に確認する。 

 

第９節  避難収容活動体制の整備 

１ 避難計画の作成 

市は，国，県及び原子力事業所の協力のもと，屋内退避及び避難誘導のための計画を作成するも

のとする。 

市内全域を（ＵＰＺ）として対応する当市では，予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ）の住

民避難が先行して行われるため，原子力災害対策指針に基づき，段階的な避難やＯＩＬに基づく防

護措置を実施するまでの間は屋内退避を行うことを原則とした広域避難計画を作成するものとす
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る。計画の作成にあたっては，本市において原子力事業所から 30 ㎞圏外となる地域があること，

事故の状況及び気象条件などを踏まえ，市内における避難を考慮しながら柔軟な対応を図るものと

する。 

また，避難先からの更なる避難を避けるため，避難先は原子力災害対策重点区域外とする。なお，

個別の市の境界を越えた広域の避難計画の策定が必要な場合においては，国及び県が中心となって

市の間の調整を図るものとする。 

避難計画の作成にあたっては，地域コミュニティの維持に着目し，同一地区の住民の避難先は，

同一地域に確保するよう努めるものとする。 

 

２ 避難所等の整備 

（1）避難所等の整備 

市は，市民センター，学校，コミュニティセンター等公共的施設等を対象に，避難等を行う

ため，その管理者の同意を得た上で，災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される

指定緊急避難場所及び避難生活を送るための指定避難所をあらかじめ指定し，住民への周知徹

底を図るものとする。 

また，一般の避難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者のため，介護保険施設，

障害者支援施設等の福祉避難所を指定するよう努めるものとする。 

また，避難所の指定に当っては，生活環境が整った施設を指定するなど要配慮者に十分配慮

するとともに，風向等の気象条件により避難所が使用できなくなる可能性を考慮し，国及び県

の協力のもと，広域避難に係る市町村間による協定の締結を推進する等，広域避難体制を整備

するものとする。 

なお，避難所として指定された建物については，必要に応じ，衛生管理等避難生活の環境を

良好に保つための設備の整備に努めるものとする。 

（2）避難誘導用資機材，移送用資機材・車両等の確保 

市は，県等と協力し，住民等の避難誘導・移送に必要な資機材・車両等の確保に努めるもの

とする。 

（3）被災者支援の仕組みの整備 

市は，平常時から，被災者支援の仕組みを担当する部局を明確化し，被災者支援の仕組みの

整備等に努めるものとする。 

 

３ 学校等施設における避難計画の整備 

学校等施設の管理者は，県及び市と連携し，原子力災害時における園児，児童，生徒及び学生（以

下「生徒等」という。）の安全を確保するため，あらかじめ，避難場所，避難経路，誘導責任者，誘

導方法等についての避難計画を作成するものとする。 

また，市は県と連携し，学校等が保護者との間で，災害発生時における生徒等の保護者への引渡

しに関するルールをあらかじめ定めるよう促すものとする。 

 

４ 不特定多数の者が利用する施設に係る避難計画の作成 

駅等の不特定多数の者が利用する施設等の管理者は，県及び市と連携し，多数の避難者の集中や

混乱にも配慮した避難誘導に係る計画の作成及び訓練の実施に努めるものとする。 
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５ 住民等の避難状況の確認体制の整備 

市は，避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合において，住民等の避難状況を的確

に確認するための体制をあらかじめ整備しておくものとする。 

なお，避難状況の確実な把握に向けて，市が指定した避難場所以外に避難をする場合があること

に留意する。 

 

６ 市外へ避難する被災者に情報を伝達する仕組みの整備 

市は県の支援の下，居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・サービス

を容易かつ確実に受け渡すことができるよう，被災者の所在地等の情報を避難元と避難先の市町村

が共有する仕組みを整備し，円滑な運用・強化に努めるものとする。 

 

７ 避難所・避難方法等の周知 

市は，避難や避難退域時検査等の場所・避難誘導方法（自家用車の利用，緊急避難に伴う交通誘

導等を含む。），屋内退避の方法等について，日頃から住民への周知徹底に努めるものとする。なお，

避難時の周囲の状況等により，屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは，屋内で

の待避等の安全確保措置を講ずべきことにも留意するものとする。 

避難の迅速な実施のためには，具体的な避難計画を県，防災業務関係者及び対象となる住民が共

通して認識することが必要となる。市は，国，県及び原子力事業者の協力のもと，警戒事態及び施

設敷地緊急事態発生後の経過に応じて周辺住民に提供すべき情報について整理しておくものとす

る。 

 

８ 避難行動要支援者に関する措置 

 （1）市は，避難行動要支援者を適切に避難誘導し，安否確認等を行うための措置について定めるも

のとする。 

 （2）市は，平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握し，避難行動要支援者名簿を作成する

ものとする。また，避難行動要支援者名簿については，地域における避難行動要支援者の居住

状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう，定期的に更新するものと

する。 

 （3）市は，消防機関，警察機関，民生委員・児童委員，社会福祉協議会，自主防災組織等に対し，

避難行動要支援者本人の同意を得た上で，あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供し，多様な

主体の協力を得ながら，避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備，避難支援・安否確認

体制の整備，避難訓練の実施等を一層図るものとする。その際，名簿情報の漏えいの防止等必

要な措置を講じるものとする。 

 

第 10 節 要配慮者への対応 

１  要配慮者に対する防災体制の整備 

（1）市は，在宅サービスや民生委員活動等の実施により把握した避難行動要支援者名簿等により，

避難行動要支援者の所在や介護体制の有無等の把握に努めるものとする。 

（2）県及び市は，自主防災組織，地域ケアシステムの在宅ケアチーム，ボランティア組織等との連

携により，高齢者，外国人，障害者等要配慮者の避難誘導，安全確保に係る協力体制の整備に

努めるものとする。 
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（3）病院等医療機関の管理者は，県及び市と連携し，原子力災害時における避難経路，誘導責任

者，誘導方法，患者の移送に必要な資機材の確保，避難時における医療の維持方法等について

の避難計画を作成するものとする。 

（4）社会福祉施設の管理者は，県及び市と連携し，原子力災害時における避難場所，避難経路，誘

導責任者，誘導方法，入所者等の移送に必要な資機材の確保，関係機関との連携方策等につい

ての避難計画を作成するものとする。特に，入所者等の避難誘導体制に配慮した体制の整備を

図るものとする。 

（5）病院や社会福祉施設の管理者は，早期に避難することが困難な要配慮者が一時的に屋内退避

できるよう，施設の放射線防護対策等に努めるものとし，市，県及び国はその取組を支援する

ものとする。 

 

２  要配慮者に配慮した情報伝達体制の確立 

市は，要配慮者に対し迅速かつ的確に情報を伝達するため，緊急通報装置（日常生活用具給付種

目の一つ）の給付促進，メール，防災行政無線の戸別受信機等による一斉情報発信システムの整備

に努める。 

特に，聴覚障害者に対しては，ＦＡＸ式又は文字表示式の戸別受信機を整備するなど，迅速確実

に情報を伝達できる体制，相手方の受信状況や安否の確認ができる体制の整備に努める。 

 

３  防災知識の普及 

県及び市は，自主防災組織，ボランティア等の協力を得て，視聴覚障害者，外国人等の要配慮者

にも十分配慮したきめ細かな防災に関する知識の普及・啓発に努める。 

 

第 11 節 防災関係資機材の整備 

１ 救助・救急活動用資機材の整備 

市は，県の協力を得て，応急措置に必要な資機材等の確保に努めるものとする。 

 

２ 防災業務関係者の安全確保のための資機材等の整備 

（1）市は，県と協力を得て，応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のための資機材を計画的に

整備するものとする。 

（2）市は，応急対策を行う防災業務関係者の安全確保のため，平常時より，県，国，及び原子力事

業者と相互に密接な情報交換を行うものとする。 

 

第 12 節 物資の調達，供給活動  

１ 市は，国，県及び原子力事業者と連携し，大規模な原子力災害が発生した場合を想定し，必要

とされる食料その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制の整備を行うものとする。

また，大規模な地震が発生した場合には，企業等が被災し，流通在庫備蓄が確保できない場合も

想定されることから，初期の対応に十分な量の公的備蓄の充実に努めるものとする。 

２ 市は，国，県と連携のうえ，備蓄拠点については，輸送拠点として指定するなど，物資の緊急

輸送活動が円滑に行われるよう，あらかじめ体制を整備するものとする。 
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第 13 節  国・県による緊急輸送活動への協力 

１ 専門家の移送体制 

市は，放射線医学総合研究所，指定公共機関等からのモニタリング，医療等に関する専門家の現

地への移送協力（最寄の空港・ヘリポートの場所や指定手続き，空港等から現地までの先導体制等）

について県があらかじめ定める場合には，これに協力するものとする。 

 

２ 緊急輸送路の確保体制等の整備 

市は，市の管理する情報板等の道路関連設備について，緊急時を念頭に置いた整備に努めるもの

とする。 

 

第 14 節  緊急被ばく医療体制等の確立 

１  医療活動体制の整備 

市は，県が行う緊急時における住民等の健康管理，汚染検査，除染等緊急被ばく医療について協

力するものとし，体制の整備を図るものとする。 

 

２ 関係機関の協力の確保 

（1）市及び関係機関は，原子力災害時における迅速かつ的確な医療を確保するため，緊急被ばく医

療等の実施に必要な要員及び医薬品等の資機材の整備・提供に協力するものとする。 

（2）救急医療を担う医療機関は，傷病者等の受け入れに関して協力するものとする。 

 

３  安定ヨウ素剤の配布及び服用体制の整備 

市は，原子力災害対策指針を踏まえ，県，医療機関等と連携して，住民等に対する緊急時におけ

る安定ヨウ素剤の配布体制を整備し，安定ヨウ素剤の予防服用が行えるよう，準備しておくものと

する。 

（1）緊急時における配布体制の整備 

ア 市は，県と連携し，住民等が避難を行う際に安定ヨウ素剤を配布することができるよう，

配布場所，配布及び服用に関与する医師，薬剤師の手配等についてあらかじめ定めるととも

に，適切な場所に備蓄しておくものとする。 

イ 市は，県と連携し，避難する住民等に対して安定ヨウ素剤を配布する際に，予防服用の効

果，服用対象者，禁忌等について説明するための，説明書等をあらかじめ準備しておくもの

とする。 

（2）市は，県が整備する安定ヨウ素剤の服用に伴う副作用の発生に備えた緊急医療体制の整備に

協力するとともに，体制の整備に努めるものとする。 

 

４  救命の優先等 

緊急被ばく医療活動に当たっては，被ばく又は傷病のいずれであっても救命を優先する。 

 

第 15 節 教育及び防災訓練等の実施 

１ 防災業務関係者等の研修 

市は，原子力災害対策に従事する防災業務関係者に対し，原子力災害対策の円滑な実施を図るた

め，県が各関係機関の防災業務関係者に行う研修等を積極的に活用するなどして，次に掲げる事項
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等についての体系的な研修を実施するものとする。 

（1）原子力施設の概要 

（2）原子力施設の安全確保 

（3）放射性物質，放射線の性質 

（4）放射線による健康への影響 

（5）環境放射線モニタリングの実施方法及び機器に関する知識 

（6）原子力災害時の広報に関する知識 

（7）防災基本計画，防災業務計画，地域防災計画等に関する知識 

（8）原子力に係る防災体制，組織及びその役割に関する知識 

（9）オフサイトセンター，支援・研修センター及び県災害対策本部等の設備に関する知識 

（10）放射線の防護に関する知識 

（11）放射線被ばく医療（応急手当を含む）に関する知識 

（12）原子力災害時に県等が講じる防災対策の内容，その意味 

（13）原子力災害時に住民がとるべき行動，留意すべき事項 

（避難方法，交通規制が実施された場合の車両の運転者の義務等） 

（14）防災対策上必要な機器の操作等に関する知識 

（15）安定ヨウ素剤の効果，副作用 

 

２ 防災訓練計画の策定 

（1）市は，県が行う次の防災活動の要素ごと又は各要素を組み合わせた原子力防災訓練実施計画

の作成に協力，又は独自に訓練実施計画を作成するものとする。 

ア 災害対策本部等の設置運営訓練 

イ オフサイトセンターへの参集，立ち上げ，運営訓練 

ウ 緊急時通信連絡訓練 

エ 緊急時モニタリング訓練 

オ 緊急被ばく医療訓練 

カ 住民に対する情報伝達訓練 

キ 住民避難・交通規制訓練 

ク 人命救助活動訓練 

(2)市は，原子力防災会議及び原子力規制委員会が原災法第１３条に基づき行う総合的な防災訓練

に，当市が含まれる場合には，住民避難及び住民に対する情報提供等，市が行うべき防災対策

や，複合災害や重大事故等全面緊急事態を具体的に想定した詳細な訓練シナリオを作成するな

ど，訓練の実施計画の企画立案に協力するものとする。 

 

３ 実践的な訓練の実施と事後評価 

市は，県と共に訓練を実施するにあたり，原子力規制委員会，事業者の協力を受けて作成し

た，大規模な自然災害等との複合災害や重大事故等全面緊急事態を具体的に想定した詳細なシ

ナリオに基づき，現場における判断力の向上につながる実践的なものとなるよう工夫するもの

とする。この際，各機関の救援活動等の連携強化に留意するものとする。 

市は，訓練を実施するにあたり，当該訓練の目的，チェックすべき項目の設定を具体的に定

めて行うとともに，訓練終了後，県，国，事業者と協力し，専門家も活用しつつ訓練の評価を
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実施し，改善点を明らかにし，必要に応じ，緊急時のマニュアルの作成，改訂に活用する等原

子力防災体制の改善に取り組むものとする。 

市は，必要に応じ，訓練方法及び事後評価の方法の見直しを行うものとする。 

 

４ 自主防災組織等の育成 

（1）市は，自主防災組織のリーダーやボランティアなどが，避難の際の誘導員や要配慮者に対す

る支援者となれるよう，講習会などを通じ育成するよう努めるものとする。 

（2）市は，学校，病院，社会福祉施設，企業，観光客等多くの人々が集まる施設の管理者等に対

し，パンフレット等を配布し，留意すべき事項等も含め，原子力防災対策の基礎知識等を周知

するものとする。 

（3）市は，住民参加の原子力防災訓練を行う場合は，次の２点について，自主防災組織，地域ケ

アシステムの在宅ケアチーム，ボランティア等の協力を得る。 

ア 自主防災組織のリーダー，ボランティア等に対する避難方法の習熟，周知徹底 

イ 要配慮者の避難方法の習熟，支援者の育成 

 

第 16 節 住民に対する防災知識の普及 

市は，県及び原子力事業者と協力して，原子力災害の特殊性を考慮し，市民に対して，平素から

原子力の基礎知識及び防災対策に関する次に掲げる事項について，わかりやすく記述したパンフレ

ット，ハンドブック，副読本，ホームページ等を作成し，積極的に防災知識の普及に努める。 

その際，市は学校等とも連携し，総合的な学習の時間の活用など学校における知識の普及に努め

るとともに，高齢者，障害者，乳幼児等の要配慮者へ十分に配慮して広報を行うものとする。 

ア 原子力施設の概要 

イ 原子力施設の安全確保 

ウ 放射性物質，放射線の性質 

エ 放射線による健康への影響 

オ 環境放射線モニタリング 

カ 原子力災害時の住民への広報手段 

キ 原子力災害時に県等が講じる防災対策の内容，その意味 

ク 原子力災害時に住民が取るべき行動，留意すべき事項 

（避難等の方法や経路，避難先の連絡，避難開始時期，自主避難，交通規制が実施された

場合の車両の運転者の義務等） 

ケ 各地区毎の住民のための一時集合所・避難所 

コ 安定ヨウ素剤の服用目的，服用上の注意 

 

第 17 節  行政機関の業務継続計画の策定 

市は，災害発生時の災害応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため，災害時に必要

となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強

化を図る必要があることから，庁舎の所在地が避難のための立ち退きの勧告又は指示を受けた地域

に含まれた場合において，原子力事業所から 30 ㎞圏外となる地域を踏まえ退避先をあらかじめ定

めておくとともに，業務継続計画の策定等により，業務継続の確保を図るものとする。 
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第３章 原子力災害応急対策 
 

第１節 警戒事態発生時における連絡及び初期活動    

１ 警戒事態発生時の通報連絡 ： (茨城県地域防災計画) 

（1）原子力事業者の行う通報 

原子力事業所において警戒事態が発生した場合は，当該事業所の原子力防災管理者は，

原子力事業者防災事業計画の定めるところにより，直ちに，次に掲げる事項を県（知事）

をはじめ，所在・関係周辺市町村長，県警察本部長，消防機関，支援・研修センター及び

国の関係機関等に通報する。ア 原子力事業所の名称及び場所 

イ 事故の発生箇所 

ウ 事故の発生時刻 

エ 事故の種類 

オ 検出された放射線量の状況，検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状態

等 

カ その他事故の把握に参考となる情報 

通報を受けた県は，ＵＰＺ圏外で避難先となる可能性のある市町村に対し，必要に応じて通

報・連絡を受けた事項について連絡する。 

（2）避難先自治体に対する事故発生等の情報提供 

原子力事業者から通報を受けた県は，ＵＰＺ外の避難先市町村に対し，警戒事態から，通

報・連絡を受けた事項について情報提供する。 

（3）放射線監視における異常検知時に知事の行う連絡 

知事は，上記(1)の通報がない場合において，平常時から実施している放射線監視において

異常が検知された時は，直ちに原子力防災専門官，上席放射線防災専門官及び支援・研修セン

ターに連絡するとともに，関係する原子力事業所に対し事実関係，事故状況等を確認する。 

また，その結果については，当該事業所の所在・関係周辺市町村長に連絡するとともに，Ｕ

ＰＺ圏外で避難先となる可能性のある市町村に対し，必要に応じて連絡する。 

 

２ 事故発生時の広報 

（1）原子力事業者は，上記１(1)の通報の内容について，報道機関に対し，速やかに広報を実施す

る。 

（2）市は，県，国，支援・研修センター等と連携して，上記(1)の通報の内容について，また，あ

らかじめ作成した広報文例に従い住民がとるべき当面の行動の指針について，市民及び報道

機関に対し，速やかに広報を実施する。 

 

３ 防災関係機関相互の連携 

事故発生事業所の原子力防災管理者は，最初の通報を行った後，事故の経過，対策の実施状況等

について速やかに，また定期的に知事，所在・関係周辺市町村長，県警察本部長，支援・研修セン

ター及び国に連絡する。 

市長は，県，国，支援・研修センター等関係機関と相互に緊密な情報交換を行うものとする。 
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４ 通信連絡の方法 

市，県及び防災関係機関との間の通信連絡は，原則として図２により行うものとする。 

また，電気通信事業者は，防災関係機関の重要通信の確保を優先的に行うものとする。 

 

図２ 通信連絡系統 
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５ 市の活動体制 

市長は，事故発生の通報等を受けたときは，職員を動員・配備し，直ちに活動体制を整えるもの

とする。必要に応じて原子力事業所職員経験者等の活用により活動体制の強化を図る。 

特に住民への防護措置が必要になる可能性がある場合には，その実施に備えて準備を開始する。 

 

６ 初期活動 

（1）オフサイトセンターの設営準備 

市長は，警戒事態発生の通報を受けた場合，直ちにオフサイトセンターの設営準備への協力

を行うものとする。 

（2）気象情報の収集 

市長は，事故発生の通報を受けたときは，直ちに水戸地方気象台に対し，あらかじめ別に定

めるところにより，気象情報を提供するよう要請する。 

（3）広報 

ア 原子力事業者は，事故の状況等について，報道機関に対し定期的に広報を行う。 

イ 市は，県，国，支援・研修センター等と連携し，事故の状況，住民がとるべき行動の

指針等について，市民及び報道機関に対し定期的に広報を行う。 

（4）要配慮者の避難準備 

市長は必要に応じ，高齢者，障害者，外国人，乳幼児，入院患者その他の要配慮者の早期避

難準備を行うものする。 

 

第２節 施設敷地緊急事態発生時における連絡 

施設敷地緊急事態発生時の通報連絡は，次により行うものとする。 

１ 原子力事業者が行う通報 ： (茨城県地域防災計画) 

原子力事業所において施設敷地緊急事態が発生した場合は，当該事業所（以下「施設敷地緊急事

態発生事業所」という。）の原子力防災管理者は，原子力事業者防災業務計画の定めるところによ

り，直ちに次に掲げる事項を県をはじめ官邸（内閣官房），原子力規制員会，所在・関係周辺市町村

長，県警察本部長，消防機関，最寄りの海上保安部署，自衛隊，原子力防災専門官，支援・研修セ

ンター等に同時に文書をファクシミリで送付する。 

なお，原災法第１０条第１項後段の規定に基づき知事が行うべき関係周辺市町村長への通報は，

施設敷地緊急事態発生事業所が行う連絡をもって知事からの通報があったものとみなす。 

(1) 原子力事業所の名称及び場所 

(2) 施設敷地緊急事態の発生箇所 

(3) 施設敷地緊急事態の発生時刻 

(4) 施設敷地緊急事態の種類 

(5) 検出された放射線量の状況，検出された放射性物質の状況又は主な施設・設備の状態等 

(6) その他施設敷地緊急事態の把握に参考となる情報 

通報を受けた県は，ＵＰＺ圏外で避難先となる可能性のある市町村に対し，必要に応じて通報・

連絡を受けた事項について連絡する。 
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２ 放射線監視における異常検知時に知事の行う連絡 

知事は，上記(1)の通報がない場合において，県が設置する空間線量率を測定する固定観測局に

おいて 5μＳｖ／時以上の空間線量率の数値を発見した時は，直ちに原子力防災専門官，上席放射

線防災専門官及び支援・研修センターに連絡するとともに，関係する原子力事業所に対し事実関係，

事故状況等を確認する。 

また，その結果については，当該事業所の所在・関係周辺市町村長に連絡するとともに，ＵＰＺ

圏外で避難先となる可能性のある市町村に対し，必要に応じて連絡する。 

 

３ 通信連絡の方法 

茨城県災害対策本部と防災関係機関との間の通信連絡は，原則として図２により行うものとする。 

 

第３節  常陸太田市災害対策本部の設置 

１ 事故発生時における市の体制及び職員の配備体制区分の基準及び内容 

事故発生時における市の体制及び職員配備の決定基準は，放射性物質等の放出状況等により次の

とおり定める。 

体制区分 配備基準 配備体制 配備内容 

連絡配備 
 

環境への有意な放射性物質等の放出がない事故・ト
ラブル 

防災対策課  

 
警戒体制 

(事前配備) 

レベル 
１ 
 

○  環境へ の有意な 放 射性物 質等 の放 出
があり ，県 又は事 業者 のモニ タリ ング
ステー ショ ン，モ ニタ リング ポス トに
おいて，空間線量率が 0.5μＳｖ／時未
満の事故・トラブル  

○  茨城県原子力安全協定第 17 条第 1 項
第 1 号，第 4 号，第 5 号に該当する事
故・ト ラブ ル及び 状況 から放 射性  物
質の環 境へ の有意 な放 出は考 えに くい
が，発 災場 所等か ら環 境へ放 出さ れた
放射能 量の 状況把 握が すぐに 出来 ない
もの  

情報連絡会議 防災担当課によ
る情報収集及び
分析 

レベル 
２ 
 

○  環境へ の有意な 放 射性物質等 の放 出
があり ，県 又は事 業者 のモニ タリ ング
ステー ショ ン，モ ニタ リング ポス トに
おいて，空間線量率が 0.5μＳｖ／時以
上 5μＳｖ／時未満の事故・トラブル  

○  茨城県原子力安全協定第 17 条第 1 項
第 1 号，第 4 号，第 5 号に該当する事
故・ト ラブ ル及び 状況 から放 射性 物質
の 環 境 へ の 有 意 な 放 出 が 考 え ら れ る
が，発 災場 所等か ら環 境へ放 出さ れた
放射能 量の 状況把 握が すぐに 出来 ない
もの  

○警戒事態の発生  

災害警戒本部 
 

災害警戒本部を
構成する全班(所
定の要員)による
初動対策の実施 

 
非常体制 

レベル 
３ 
 

○環境への 有意な放 射 性物質等の 放出 が
あり， 県又 は事業 者の モニタ リン グス
テーシ ョン ，モニ タリ ング ポ スト にお
いて，空間線量率が 5μＳｖ／時以上（ 1
地点）の事故・トラブル  

○施設敷地緊急事態の発生  

災害対策本部 
（緊急体制） 

災害対策本部を
構成する全班(所
定の要員)による
応急対策の実施
(原則半数，必要
に応じ増員) 

レベル 
４ 
 

○環境への 有意な放 射 性物質等の 放出 が
あり， 県又 は事業 者の モニタ リン グス
テーシ ョン ，モニ タリ ングポ スト にお
いて，空間線量率が 5μＳｖ／時以上（ 2
地点以上又は 10 分以上／地点）の事故・
トラブル  

○全面緊急事態の発生  

災害対策本部 
（非常体制） 

災害対策本部を
構成する全班及
び全職員による
応急対策の実施
(全職員) 
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２ 職員の動員配備体制の決定 

原子力事業所からの通報及び放射線監視データ等の報告をもとに，次により必要な要員を動員す

る。 

（1）情報連絡会議 

総務部長の指示に基づき，防災対策課長が必要な要員を動員する。 

（2）災害警戒本部 

副市長の指示にもとづき，総務部長が各部長等及び防災対策課長に対して職員の動員を連絡

する。 

（3）災害対策本部 

市長の指示に基づき，総務部長が各部長等及び防災対策課長に対して職員の動員を連絡す

る。なお，市長が不在かつ連絡不能の場合は，副市長が代行する。 

 

３ 常陸太田市災害警戒本部の設置基準 

常陸太田市災害警戒本部は，次の場合に設置するものとする。 

（1）県又は原子力事業者が設置する空間線量率を測定する固定観測局で０．５μＳｖ／時以上５

μＳｖ／時未満の放射線量が検出されたとき 

（2）警戒事態が発生した場合 

 

４ 常陸太田市災害警戒本部設置の決定 

副市長は，防災対策課で収集した情報を勘案し，必要と認める場合は，災害警戒本部を設置する。 

設置にあたっては，防災対策課長が，総務部長と連絡を取り合い，災害警戒本部の設置について

検討を行うとともに，その結果を総務部長が副市長に報告し，設置の是非の決定を行う。 

 

５ 常陸太田市災害警戒本部の組織及び所掌事務 

災害警戒本部は，本部長を副市長，副本部長を教育長，本部員を各部長等及び秘書課長とする。 

災害警戒本部は，構成する全班による初動対策を実施する。 

 

６ 常陸太田市災害対策本部の設置基準 

常陸太田市災害対策本部は，次の場合に設置するものとする。 

（1）原子力防災管理者から施設敷地緊急事態（敷地境界付近等で５μＳｖ／時以上を検出したと

き又は臨界の発生の蓋然性が高い状態など全面緊急事態に至る可能性があるとき）の発生通

報を受けたとき 

（2）県が設置する空間線量率を測定する固定観測局で５μＳｖ／時以上（中性子線が測定された

場合は，ガンマ線の放射線量と中性子線の放射線量を合計）の放射線量が検出されたとき 

（3）内閣総理大臣が原災法第１５条の規定に基づく原子力緊急事態宣言を発出したとき 

（4）その他，市長が常陸太田市災害対策本部の設置を必要と認めたとき 
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７ 常陸太田市災害対策本部設置の決定 

市長は，非常体制に係る事象が発生した場合は，その状況を判断し，必要と認めた時は，災害対

策本部を設置する。 

設置にあたっては，災害警戒本部の設置に準じ，総務部長が市長に報告し，設置の是非の決定を

行う。また，市長が不在かつ連絡不能な場合は副市長が代行する。 

 

８ 常陸太田市災害対策本部の組織及び所掌事務 

災害対策本部の組織，分担業務及び運営については，「常陸太田市災害対策本部条例」の定めると

ころによる。 

なお，国が派遣する原子力施設，放射線防護等に関する専門家，技術要員の代表者，防災機関の

連絡員等についても必要に応じ出席を求めるものとする。 

 

９ 関係機関との連携 

（1）国の現地事故対策連絡会議への職員の派遣 

国が現地事故対策連絡会議をオフサイトセンターにて開催し，これに市の職員の派遣要請が

あった場合には，あらかじめ定められた職員を派遣するものとする。 

（2）原子力災害合同対策協議会への出席等 

市長は，原子力緊急事態宣言が発出され，オフサイトセンターにおいて原子力災害合同対策

協議会が組織されることとなった場合は，原則，市の代表者として，副市長をこれに出席させ，

緊急事態応急対策の実施方法，原子力災害の拡大防止のための応急措置の実施方法等について

協議するものとする。 

なお，市長は，重要な局面では，必要に応じ，市の代表者として自ら原子力災害合同対策協

議会に出席するものとする。 

また，市長は，オフサイトセンターにおいて，住民がとるべき行動の基本的指針（避難・屋

内退避等の措置など）の検討・協議，交通規制・住民の避難誘導の検討・協議の活動に，副市

長その他別に定める職員を従事させるものとする。 

（3）通信連絡の方法 

常陸太田市災害対策本部と防災関係機関との間の通信連絡は，原則として図２により行うも

のとする。 

 

10 常陸太田市災害対策本部の廃止基準 

常陸太田市災害対策本部は，次の場合に廃止する。 

（1）原子力緊急事態解除宣言がなされたとき 

（2）本部長が，原子力施設の事故が終結し，緊急事態応急対策が完了した又は対策の必要がなくな

ったと認めたとき 
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第４節 事故発生事業所の原子力防災要員等の派遣 

１ 原子力防災要員等の派遣 

施設敷地緊急事態発生事業所は，次の各段階において原子力防災要員等を，県，所在・関係周辺

市町村に派遣し，派遣先の指示に基づき，必要な業務を行うものとする。 

なお，当該事業所において原子力防災要員等が不足する場合には，他の原子力事業所との協力に

より，他の原子力事業者の原子力防災要員等を派遣することにより，対応するものとする。 

（1）施設敷地緊急事態発生時の対応 

施設敷地緊急事態が発生した原子力事業者は，県，所在・関係周辺市町村へ原子力防災要員

等を派遣する。派遣された原子力防災要員等は，事故状況，応急措置等に関する説明を行うと

ともに，県，所在・関係周辺市町村が実施する住民の防護対策等の緊急事態応急対策等の立案

への参加や広報（住民問合せ窓口を含む。）への協力などの業務を実施する。 

（2）住民避難等への対応 

施設敷地緊急事態発生事業所は，避難及び屋内退避の勧告・指示を行った所在・関係周辺市

町村へ原子力防災要員等を速やかに派遣する。派遣された原子力防災要員等は，避難所及び屋

内退避所において事故状況，応急措置等に関する説明など住民に対する広報を行う。 

 

第５節 関係機関等への協力要請 

市，国，県及び関係機関等は，相互に協力し，応急対策活動を円滑に実施するものとする。 

防災関係機関等への協力要請事項をまとめると以下のとおりである。 

１ 防災関係機関等への協力要請 

市，国，県及び関係機関等の長は，支援・研修センターと連携のもと，次に定めるところにより

応急対策活動を円滑に実施するため協力を要請する。 

(1) 事故発生時（応急対策が必要と判断した場合） 

ア 防災関係機関等に対する活動準備要請 

(2) 広報実施時 

ア 報道機関に対する報道要請 

イ  観光客等の一時滞在者の多く集まる施設，公共交通機関に対し，施設利用者等への情

報提供要請 

(3)避難・屋内退避等実施時 

関係機関等に対し，広報，要員・資機材の配備，避難誘導，避難者の緊急搬送等への協力要請 

 

２ 自衛隊の派遣要請等 

市長は，事故の規模や収集した被害情報から自衛隊の派遣要請の必要性を判断し，必要があれば，

知事に対して直ちに自衛隊の派遣を要請するものとしものとする。 

また，市長は，自衛隊による支援の必要がなくなったと認めるときには，速やかに知事に対し，

撤収要請を要求するものとする。 

（1）退避，避難等実施時 

ア 捜索救助の支援要請（行方不明者，傷者，被ばく者等の捜索救助も含む） 

イ 避難誘導及び避難者の緊急搬送（ヘリコプター派遣を含む）への協力要請 

ウ 炊飯及び給水のための人員，資機材の派遣等の支援要請 

エ その他知事が必要と認める事項の支援要請 
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（2）消防活動への協力 

ア 原子力事業所外における消防機関への支援要請 

（3）緊急被ばく医療実施時 

ア 被ばく者搬送の支援要請 

イ 被ばく者の除染や除染した放射能物質の一時保管等の支援要請 

（4）緊急輸送実施時 

ア 緊急輸送のための人員，車両等の派遣等の支援要請 

 

３ 原子力被災者生活支援チームとの連携 

市は，緊急避難完了後の段階において，国が設置する原子力災害被災者生活支援チームと連携し，

避難区域等の設定・見直し（計画的避難の実施や一時立入業務を含む），子ども等をはじめとする健

康管理調査等の推進，環境放射線モニタリングの総合的な推進，災害廃棄物の処理や除染の推進等

を行うものとする。 

 

４ 広域的な応援要請 

市長は，事故の規模や収集した被害情報から判断し，必要があれば応援協定締結自治体や，県知

事を通して関係１４道府県で締結された「原子力災害時の相互応援に関する協定」を活用するなど

して関係道府県等に対し,災害応急対策要員の派遣，資機材の提供等の応援を要請する。 

また，市長は，必要に応じて，県知事を通して消防庁に緊急消防援助隊の派遣要請を行うものと

する。 

 

第６節   広 報 

１ 広報の基本方針 

市は，事故発生時の住民の混乱を防止し適切な行動へ導くため，住民への情報提供，勧告・指示

の伝達，報道機関への情報提供に関し，国，県，防災関係機関（指定（地方）公共機関として指定

されている報道機関を含む。）及び事故発生事業所と密接に連携し広報を行うものとする。 

この場合，放射線量のデータや事故の状況，交通規制の状況などの「事実の情報」については，

判断を加えることなくそのまま住民や報道機関に情報を提供する。一方，住民がとるべき行動の指

針（避難・屋内退避等）などの「行政の判断」については，住民に混乱を生じさせないよう，行政

機関（原子力災害対策本部や原子力災害合同対策協議会）が判断した後，直ちに住民や報道機関に

情報を提供する。 

また，広報の基本的な内容については，オフサイトセンターの原子力災害合同対策協議会の場等

を通じて，必要に応じ調整を行う。 

情報の伝達手段は，防災行政無線，テレビ・ラジオ，ホームページ，広報車等を広報対象及び内

容に応じて効果的・効率的に活用し，広報文例に従い繰り返し広報することとする。 

また，情報提供の空白期間が生じないよう，特段の状況変化がなくても，定期的な情報提供に心

がけるとともに，流言飛語の発生や交通混乱等を防止するため，市民全体を対象として広報を行う

こととする。 

情報提供に際しては，情報の発信元を明確にし，分かりやすい広報に心がけるとともに，視聴覚

障害者，外国人等にも配慮し，テレビやラジオ等における字幕や文字放送，外国語による放送等の

協力を得る。 
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２  市の行う広報 

（1）市は，事故発生事業所の原子力災害対策重点区域内の住民等のみならず，その近隣の住民にも

情報が十分に行き渡るよう，あらかじめ作成する広報文例及びＱ＆Ａ集に従い，市の状況に応

じて次の事項について広報を行うものとする。 

ア  事故の状況及び環境への影響とその予測 

イ  国，県，市及び防災関係機関の対策状況 

ウ  住民のとるべき行動の指針及び注意事項 

エ  避難のための一時集合場所及び避難所 

オ その他必要と認める事項 

（2）市長は，防災行政無線，ホームページ，広報車，立看板等できる限りの手段を用いて広報の徹

底を図るものとする。 

 

３ 原子力事業者の行う広報 

原子力事業者は，事故の状況，自ら行う応急対策の実施状況等について，報道機関に対し定期

的に広報を行うものとする。 

 

４  その他の防災関係機関等の行う広報 

（1）観光客等の一時滞在者が多く集まる施設の管理者及び公共交通機関の長は，知事又は市長か

らの要請があったときは，施設利用者等に対し，施設，駅構内及び車内等における放送や文字

表示等により，迅速かつ的確に情報の提供又は指示内容の伝達を行うものとする。 

（2）防災関係機関が所管業務に係る対策のために行う広報のうち，情報の混乱防止上必要なもの

については，知事と連絡，調整のうえ行うものとする。 

 

５  事故の各段階に応じた広報 

（1）事故発生時における広報については，次に掲げる各段階等に応じ，迅速かつ的確な広報を行う

とともに，定期的な広報に努める。 

ア 事故発生時 

イ 施設敷地緊急事態発生時 

ウ 応急対策実施区域設定時 

エ 事故等の状況変化があった場合 

オ 緊急時モニタリング結果が集約された場合 

カ 放射性物質の放出等の状況変化があった場合 

（2）広報媒体としては，それぞれの持つ特徴を踏まえ，以下のとおりとする。 

ア  事故の状況，県の対応状況等，多くの情報を提供する場合や，住民に一般的な注意を

促す場合には，テレビ，ラジオ等を活用する。 

イ  住民に避難・屋内退避等の具体的な行動を求める勧告・指示等を行う場合には，確実

に伝達するため，あらゆる広報媒体を活用する。特に，防災行政無線の屋外子局の聞き

取りにくい地域，人の多く集まる場所等においては，広報車等を活用し，重点的に巡回

させる。 

（3）各段階の広報において，特に留意すべき点は以下のとおりである。 

ア  事故発生後，初期の段階 
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・「落ち着いて，指示を待つことが重要」ということに重点を置く。 

イ  住民に具体的な行動を求める段階 

・ 対象となる地域名，とるべき行動を具体的に示し，あらゆる広報媒体を活用し対象

地域を中心に，重点的な広報を行う。 

・ 対象地域外では，対象地域でないことを明確にした上で，協力を求めるための広報

を広範囲にわたって行う。 

ウ  避難・屋内退避等の住民に求める行動が地域に応じて異なる場合 

・ それぞれの措置の相違を具体的に説明する。 

・ それぞれの対象地域を具体的な地域名等で明示し，地域に応じた広報を行う。 

エ  避難所等における広報 

・ 退避所，一時集合場所，避難所等においては，情報不足によるパニックを回避する

ため，定期的に情報を提供する。 

 

第７節  避難・屋内退避等の防護活動 

１ 避難・屋内退避等の指標 

放射性物質が環境中に放出された後の防護措置は，下記の基準により「避難」，「屋内退避」又は

「一時移転」の措置を講じるものとする。 

基準の種類 基準の概要 
初期設定値 

注１） 防護措置の概要 

OIL1 地表面からの放射線，再浮遊し
た放射性物質の吸入，不注意な
経口摂取による被ばく影響を
防止するため，住民等を数時間
内に避難や屋内退避等させる
ための基準 

500μSv/h 
（地上１ｍで計測した
場合の空間放射線量率 

注２）） 
 

数時間内を目途に
区域を特定し，避難
等を実施。(移動が
困難な者の一時屋
内退避を含む。） 

OIL2 地表面からの放射線，再浮遊し
た放射性物質の吸入，不注意な
経口摂取による被ばく影響を
防止するため，地域生産物注
３）の摂取を制限するととも
に，住民等を 1週間程度内に一
時移転させるための基準 

20μSv/h 
（地上１ｍで計測した
場合の空間放射線量率 

         注２）） 
 

1 日内を目途に区域
を特定し，地域生産
物の摂取を制限す
るとともに，1 週間
程度内に一時移転
を実施。 

注１）「初期設定値」とは緊急事態当初に用いる OIL の値であり，地上沈着した放射性核種組

成が明確になった時点で必要な場合には OIL の初期設定値は改定される。 

注２） 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては，空

間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮し

て，判断基準の値を補正する必要がある。 

注３）「地域生産物」とは，放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品

であって，数週間以内に消費されるもの（例えば野菜，該当地域の牧草を食べた牛の乳）を

いう。 

 

２ 避難・屋内退避等の防護活動の実施 

市は，原子力災害対策指針や国の定めるマニュアル等に基づき，避難・屋内退避等の防護活動を

実施するものとする。 
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（1）避難・屋内退避等の指示 

【実用発電用原子炉施設の場合】 

ア 市長は，警戒事態発生時には，県，関係市町村，関係機関等と緊密な連携を図りつ

つ，ＰＡＺ内における予防的防護措置（避難）の準備状況の把握に努めるものとする。 

イ 市長は，施設敷地緊急事態発生時には，ＰＡＺ内における予防的防護措置（避難）に

係る準備・実施状況を確認するとともに，市長は，国，県の要請又は独自の判断によ

り，市内全域におけるＵＰＺの予防的防護措置（屋内退避）の準備を行うこととする。 

ウ 市長は，内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言（原災法１５条事象）を発出し，ＰＡＺ

内の避難を指示した場合は，原則として市内全域に対してＵＰＺの予防的防護措置（屋

内退避）を行うこととする。 

エ また，市長は，事態進展が急速であるとして，国から避難等の予防的防護措置を講じ

るよう指示された場合，又は，国及び県と連携し，緊急時モニタリング結果及び原子力

災害対策指針を踏まえた国の指導・助言，指示及び放射性物質による汚染状況調査に基

づき，原子力災害対策指針に基づいたＯＩＬの値を超え，又は超えるおそれがあると認

められる場合は，住民等に対する屋内退避又は避難のための立ち退きの勧告又は指示の

連絡，確認等必要な緊急事態応急対策を実施するとともに，住民避難の支援が必要な場

合には県と連携し国に要請するものとする。 

なお，市長は，指示案を伝達された場合には当該指示案に対して速やかに意見を述べる

ものとする。 

オ 市は，住民等の避難誘導に当たっては，県と協力し，避難や避難退域時検査等の場所

の所在，災害の概要，緊急時モニタリング結果や参考となる気象予測及び大気中拡散予

測その他の避難に関する情報の提供に努めるものとする。 

また，市は，これらの情報について，原子力災害現地対策本部等に対して情報提供する

ものとする。 

カ 市は，避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った場合は，県と協力し，戸別訪

問，避難所における確認等あらかじめ定められた方法により住民等の避難状況を確認す

るものとする。また，避難状況の確認結果については，原子力災害現地対策本部等に対

して情報提供するものとする。 

キ 市は，市の区域を越えて避難等を行う必要が生じた場合は，国の協力のもと，県が調

整した受入先の市町村に避難するものとする。 

(2) 避難・屋内退避等の実施方法 

 避難・屋内退避等の実施方法は次のとおりとする。 

感染症流行下での原子力災害時においては，自宅や一時集合所等で屋内退避を行う場合，

放射性物質による被ばくを避けることを優先し，屋内退避の指示が発せられている間は原則

換気を行わないものとする。 

また，自然災害により指定避難所で屋内退避をする場合には，密集を避け，極力分散して

退避することとし，これが困難な場合は，あらかじめ準備をしているＵＰＺ外の避難先へ避

難する。 

ただし，一時集合所において一時的に滞在する場合，安定ヨウ素剤の緊急配布場所におい

て屋内で配布する場合，ＵＰＺ内の医療機関や社会福祉施設等で屋内退避を行う場合及び自

然災害により指定避難所で屋内退避をする場合，感染症対策の観点から，放射性物質の放出

に注意しつつ，３０分に１回程度，数分間窓を全開にする等の換気を行うこととする。 
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ア ＵＰＺ圏内 

(ｱ) 屋内退避の指示が発せられた段階では，帰宅することを原則とする。 

また，自宅のある地域が既に避難の対象となるなど，学校，職場等からの帰宅が困難

な場合には，滞在している場所に屋内退避するものとする。 

(ｲ) 避難，一時移転等の指示が発せられた場合には，自家用車等による避難を開始する

ものとする。 

(ｳ) 自家用車を持たないあるいは使用しない住民は，小学校区単位等に設けた一時集合

所へ移動したのち，バス等により避難するものとする。 

(ｴ) 避難した住民に放射性物質が付着しているかどうかを検査し，移動に問題がないこ

とを確認するため，避難退域時検査を実施するものとする。 

イ 留意事項  

(ｱ) 市長は，避難の措置を講じるにあたっては，乳幼児，児童，妊婦及びその付添人を優

先する。 

(ｲ) 市長は，要配慮者に十分配慮し，自家用車による避難が困難な場合は，手配した車両

により搬送する。 

(ｳ) 市長は，避難者等の搬送の車両が不足する場合は，県災害対策本部長に対し応援を

要請する。 

(ｴ) 市長は，避難の対象地域並びに避難所等に職員を派遣するとともに，関係機関，自主

防災組織等の協力を得て，住民に対する避難所等への移動の指示，誘導，避難所等へ

の搬送の乗車割当等の業務を円滑，迅速に行う。 

(ｵ) 市長は，学校，病院等の規模の大きな施設の生徒，住民の避難を実施する場合は，当

該施設の管理者及び関係機関との連絡を密にし，迅速かつ適切に行われるよう配慮す

る。 

(ｶ) 市長は，自主防災組織等による協力を得て，避難所等における住民の受入れ・保護及

び避難所等の運営・管理を行うとともに，避難者に係る情報の早期把握に努め，県災

害対策本部長あてに状況を報告する。 

(ｷ) 市長は，県災害対策本部長と連携し，住民の安否情報の提供等に資するため，各地区

毎の住民の最終的な受入れ施設の所在等について，幅広く広報を行う。 

(ｸ) 市長は，避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うことがかえって危

険を伴う場合等やむを得ないときは，居住者等に対し，屋内での待避等の安全確保措

置を指示することができるものとする。 

ウ 協力要請 

市長は，必要なときは，県災害対策本部長を通して関係原子力事業所，自衛隊，海上保

安庁，関東運輸局（茨城運輸支局長）及び輸送機関に対し，避難者等の緊急輸送について

協力を要請する。 

 

３ 避難所等 

（1）市は，県と連携し，緊急時に必要に応じ避難及び避難退域時検査等の場所を開設し，住民等に

対し周知徹底を図るものとする。また，必要があれば，あらかじめ指定された施設以外の施設

についても，災害に対する安全性を確認の上，管理者の同意を得て避難所として開設するもの

とする。 
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（2）市は，県と連携し，それぞれの避難所に受け入れされている避難者に係る情報の早期把握に努

め，国等への報告を行うものとする。また，民生委員・児童委員，介護保険事業者，障害福祉

サービス事業者等は，要配慮者の居場所や安否確認に努め，把握した情報について県及び市に

提供するものとする。 

（3）市は，県の協力のもと，他市町村と連携し，避難所における生活環境に注意を払い，常に良好

なものとするよう努めるものとする。 

（4）市は，県・国と連携し，常に良好な衛生状態を保つように努めるとともに，被災者の健康状態

を十分把握し，必要に応じ救護所等の設置や心のケアを含めた対策を行うものとする。 

特に，高齢者，障害者，外国人，乳幼児，妊産婦等の要配慮者の心身双方の健康状態には特

段の配慮を行い，必要に応じ福祉施設等での受入れ，介護職員等の派遣，車椅子等の手配等を

福祉事業者，ボランティア団体等の協力を得つつ，計画的に実施するものとする。 

また，市は，県と連携し，保健師等による巡回健康相談等を実施するものとする。 

（5）市は，県と連携し，避難所の運営における女性の参画を推進するとともに，男女のニーズの違

い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に，女性や子育て家庭のニーズに配慮した避

難所の運営に努めるものとする。 

（6）市は，県の協力により，災害の規模，被災者の避難及び受入れ状況，避難の長期化等に鑑み，

必要に応じて，旅館やホテル等への移動を避難者に促すものとする。 

(7) 市は，県の協力により，感染症防止対策として，自然災害の場合と同様に，感染者とそれ以

外の者との分離，人と人との距離の確保，マスクの着用，手洗いなどの手指衛生等を実施す

るものとする。 

 

４ 避難の際の住民に対する避難退域時検査の協力  

市は，県が原子力災害対策指針に基づき，原子力事業者と連携し，国の協力を得ながら，指定公

共機関の支援の下，住民等が避難区域等から避難した後に行う住民等（避難輸送に使用する車両及

びその乗務員を含む。）の避難退域時検査及び除染に協力するものとする。 

 

５ 安定ヨウ素剤の配布及び服用 

市は，原子力災害対策指針を踏まえ，国が決定した方針に従い，県，医療機関等と連携して，安

定ヨウ素剤の服用にあたっての注意を払った上で，住民等に対する服用の指示等の措置を講じるも

のとする。 

（1）緊急時における住民等への安定ヨウ素剤の配布及び服用については，原則として，原子力規制

委員会がその必要性を判断し，原子力災害対策本部又は地方公共団体が指示することとされて

いる。 

（2）市は，県と連携し，原子力災害対策本部の指示に基づき，又は独自の判断により，住民等に対

し，原則として医師の関与の下で，安定ヨウ素剤を配布するとともに，服用を指示するものと

する。ただし，時間的制約等により，医師を立ち会わせることができない場合には，薬剤師の

協力を求めるなど，あらかじめ定める代替の手続きによって配布・服用指示を行うものとする。 
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６ 学校等施設における避難措置 

学校等施設において，生徒等の在校時に原子力災害が発生し，避難の勧告・指示等があった場合

は，あらかじめ定めた避難計画等に基づき，教職員引率のもと，迅速かつ安全に生徒等を避難させ

るものとする。また，生徒等を避難させた場合及び生徒等を保護者へ引き渡した場合は，市に対し

速やかにその旨を連絡するものとする。 

 

７ 不特定多数の者が利用する施設における避難措置 

駅，その他の不特定多数の者が利用する施設において，原子力災害が発生し避難の勧告・指示等

があった場合は，あらかじめ定めた避難計画等に基づき，避難させるものとする。 

 

８ 飲食物，生活必需品等の供給 

（1）市長は，避難所等において必要となる飲食物，生活必需品等を調達し，供給するものとし，調

達が困難な場合には知事及び近隣の市町村長に協力を要請する。なお，必要とされる物資は，

時間の経過とともに変化することを踏まえ，時宜を得た物資の調達に留意するものとする。ま

た，要配慮者のニーズや，男女のニーズの違い等に配慮するものとする。 

（2）市長は，備蓄物資，調達物資の被災者に対する供給を行うものとする。 

（3）市長は，供給すべき物資が不足し，調達の必要がある場合には県や原子力災害対策本部等に物

資の調達を要請するものとする。 

 

９ 交通規制・警備等 

（1）市長は，知事の判断に基づき，応急対策実施区域を指定したときは，応急対策に従事する者を

除き，この区域への立入りを禁止する。 

（2）市長は，必要と認めるときは，独自の判断又は知事の指導・助言を得て，原災法第２８条第２

項の規定に基づき読み替える災害対策基本法第６３条第１項の規定に基づき警戒区域を設定

するものとする。 

（3）警察本部長は，応急対策実施区域に通じる道路において，立入禁止措置を講じるとともに，応

急対策実施区域内を中心に，救出救助，避難誘導，地域安全対策等の警備活動を行うものとさ

れている。 

（4）警察本部長は，ヘリコプター，車両感知器等を活用して，交通状況を把握するとともに，災害

対策本部，道路管理者等と相互に密接な連携を図りつつ交通規制を行い， 緊急通行車両及び

避難車両の円滑な移動を確保するものとされている。 

 

第８節  治安の確保及び火災の予防 

市は，応急対策実施区域及びその周辺における治安の確保について治安当局と協議し，万全を期

すものとする。 

特に，避難のための立ち退きの勧告又は指示等を行った地域及びその周辺において，パトロール

や生活の安全に関する情報の提供等を実施し，盗難等の各種犯罪の未然防止に努めるとともに，国

及び県と協力のうえ，応急対策実施区域及びその周辺における火災予防に努めるものとする。 
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第９節 要配慮者対応 

１  広 報 

市は，県と連携して，視聴覚障害者，外国人に配慮した情報提供を行う。 

また，外国人からの問い合わせ等に対応できるように努めるものとする。 

 

２  避難・屋内退避等 

（1）市は，避難誘導，避難所での生活に関し，県，国の協力を得て，要配慮者及び一時滞在者が避

難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し，避難所での健康状態の把握等に努め，保

健福祉等の各種サービスを提供するとともに，要配慮者に向けた情報の提供についても十分配

慮するものとする。 

（2）社会福祉施設は，原子力災害が発生し，避難の勧告・指示等があった場合は，あらかじめ施設

ごとに定めた避難計画等に基づき，職員の指示のもと，迅速かつ安全に，入所者又は利用者を

避難させるものとする。 

また，市長は，社会福祉施設からの避難等について援助要請があった場合は，県及び関係機

関と連携してこれにあたるものとする。 

（3）病院等医療機関は，原子力災害が発生し，避難の勧告・指示等があった場合は，あらかじめ機

関ごとに定めた避難計画等に基づき，医師，看護師，職員の指示・引率のもと，迅速かつ安全

に，入院患者，外来患者，見舞客等を避難又は他の医療機関へ転院させるものとする。 

また，市長は，病院等医療機関からの避難等について援助要請があった場合は，県及び関係

機関と連携してこれにあたるものとする。 

（4）市は，発災時には，避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず，避難行動要支援者名簿を

効果的に利用し，避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等が行われるよう努め

るものとする。 

 

第 10 節  緊急輸送活動 

１ 緊急輸送の順位 

市は，緊急輸送の円滑な実施を確保するため，必要があるときは，次の順位を原則として，県等

防災関係機関と調整の上，緊急輸送を行うものとする。 

第１順位 人命救助，救急活動に必要な輸送，国の現地対策本部長，県及び市の災害対策本部

長（又はその代理者）など 

第２順位 避難者の輸送（ＰＡＺなど緊急性の高い区域からの優先的な避難），災害状況の把握・

進展予測のための専門家（支援・研修センターの関係者を含む）及び資機材の輸送 

第３順位 緊急事態応急対策を実施するための要員，資機材の輸送 

第４順位 住民の生活を確保するために必要な物資の輸送 

第５順位 その他災害応急対策のために必要な輸送 

 

２ 緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は以下のものとする。 

（1）救助・救急活動，医療・救護活動に必要な人員，資機材 

（2）避難者等の搬送 
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（3）国の現地対策本部長，県及び市の災害対策本部長（又はその代理者）等，災害対策要員（原子

力災害現地対策本部要員，原子力災害合同対策協議会及びその下に設置される関係各班の構成

員），国の専門家（支援・研修センターの関係者を含む），緊急モニタリング要員等及び必要と

される資機材 

（4）避難所を維持，管理するために必要な人員，資機材 

（5）一般医療機関，初期医療機関，原子力災害拠点病院，高度被ばく医療支援センターへ搬送する

傷病者，被ばく者等 

（6）食料，飲料水等生命の維持に必要な物資 

（7）その他緊急に輸送を必要とするもの 

 

３ 緊急輸送体制の確立 

(1) 市は，関係機関との連携により，輸送の優先順位，乗員及び輸送手段の確保状況，交通の混

雑状況等を勘案し，円滑に緊急輸送を実施するものとする。 

(2) 市長は，人員，車両等の調達に関して，県を通じて自衛隊，関東運輸局（茨城運輸支局），第

三管区海上保安本部（茨城海上保安部）及び運輸機関等に支援要請を行うとともに，必要に応

じ県や周辺市町村に支援を要請するものとするものとする。 

(3) 市長は，(2)によっても人員，車両等が不足するときは，県からオフサイトセンターの原子力

災害合同対策協議会等の場を通じて，人員等の確保に関する支援を依頼するものとする。 

(4)  市は，避難車両における感染症対策として，感染者とそれ以外の者との分離，人と人との

距離の確保，マスクの着用，手洗いなどの手指衛生等を実施する。 

また，放射性物質による被ばくを避ける観点から，窓の開放等による換気は行わないこと

を基本とするが，感染症対策の観点から，放射性物質の放出に注意しつつ，３０分に１回程

度，数分間窓を全開にする等の換気を行うよう努めるものとする。 

 

４ 緊急輸送のための交通確保 

市は，交通規制に当たる県警察と，原子力災害合同対策協議会において，相互に密接な連絡をと

り，緊急輸送のための交通の確保に必要な措置をとるものとする。 

 

第 11 節  緊急被ばく医療 

１  緊急被ばく医療の体制 

原子力災害時に，県が行う放射線被ばく又は放射性物質による汚染を受けた者のほか，事故発生

事業所での負傷者及び原子力災害時の混乱等により生じる一般傷病者等の医療体制の確立に協力

するものとする。 

 

２ 医療措置 

市は，県が行う緊急時における住民等の健康管理，汚染検査，除染等緊急被ばく医療について協

力するものとする。 

 

３ 安定ヨウ素剤の取り扱い 

市長は，住民に対し安定ヨウ素剤の服用等について，緊急医療センター長を介して指示を受けた

場合,  安定ヨウ素剤の服用若しくは中止及び回収を指示するものとする。 
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第 12 節 飲食物の出荷制限，摂取制限等 

１ 暫定飲食物摂取制限 

市長は，国及び県の指示又は独自の判断により，ＯＩＬの値を超える地域を特定し，一時移転の

措置を講じた場合は，併せて当該地域の生産物の摂取制限を実施するものとする。 

 

２ 飲食物等の摂取制限 

市長は，原子力災害対策指針に基づいたＯＩＬの値や食品衛生法上の基準値を踏まえた国及び

県の指導・助言及び指示に基づき，速やかに次の措置を講ずるものとする。 

（1）市長は，知事の指示に基づき，当該区域内住民の汚染水源の使用禁止，汚染飲料水の飲用禁

止等の措置を講ずるものとする。 

（2）市長は，知事の指示に基づき，当該区域内の住民，農畜水産物等の集荷機関，市場等に食料

等の摂取及び採取の禁止，出荷制限等必要な措置を講ずるものとする。 

（3）市長は，知事から飲料水あるいは食料等の摂取制限等の措置の指示を受けたとき，県及び防

災関係機関と協力して必要な飲料水，食料等の確保・供給に努めるものとする。 

表２ 飲食物等の摂取制限に関する指標 
基準の
種類 

基準の概要 初期設定値 
注１） 

防護措置の 
概要 

基準の種類 基準の概要 

OIL6 経口摂取に
よる被ばく
影響を防止
するため，
飲食物の摂
取を制限す
る際の基準 

核種 飲料水， 
牛乳・乳製品 

野菜類，穀類，肉， 
卵，魚，その他 

1 週間内を目途に飲食
物中の放射性核種濃度
の測定と分析を行い，
基準を超えるものにつ
き摂取制限を迅速に実
施。 

 
放射性ヨウ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg 注２） 

 
放射性セシウム 200Bq/kg 500Bq/kg 

 
ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 

 
プルトニウム及
び超ウラン元素
のアルファ核種 

1Bq/kg 10Bq/kg 

注１）「初期設定値」とは緊急事態当初に用いる OIL の値であり，地上沈着した放射性核種組成が
明確になった時点で必要な場合には OIL の初期設定値は改定される。 

注２）根菜，芋類を除く野菜類が対象。 

 

第 13 節 防災業務関係者の防護対策 

市は，緊急事態応急対策に係わる防災業務関係者の安全確保を図るものとする。 

１ 防災業務関係者の安全確保方針 

市は，防災業務関係者が被ばくする可能性のある環境下で活動する場合には，原子力災害対策本

部（又は現地災害対策本部）及び現場指揮者との連携を密にし，適切な被ばく管理を行うとともに，

災害特有の異常な心理下での活動において冷静な判断と行動がとれるよう配慮するものとする。 

また，二次災害発生の防止に万全を期するため，被ばくする可能性のある環境下で作業する場合

における防災業務従事者相互の安全チェック体制を整えるなど，安全管理に配慮するものとする。 

 

２ 防護対策 

（1）市長は，県知事からの指示に基づき，必要に応じ防災業務関係者に対し，防護服，防護マス

ク，線量計等の防護資機材の装着及び安定ヨウ素剤の配備等必要な措置を図るよう指示するも

のとする。 

（2）市は，県やその他防災関係機関に対して，必要に応じ，防護服，防護マスク，線量計及び安

定ヨウ素剤等の防護資機材の調達の協力を要請するものとする。 
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３ 防災業務関係者の放射線防護 

（1）防災業務関係者の放射線防護については，あらかじめ定められた緊急時の防災関係者の放射

線防護に係る基準に基づき行うものとする。 

（2）市は県と連携又は独自に職員の被ばく管理を行うものとする。 

（3）市の放射線防護を担う班は，オフサイトセンター等において，必要に応じ県など関係機関に対

し除染等の医療措置を要請するものとする。 

（4）市は，応急対策活動を行う市の防災業務関係者の安全確保のための資機材を確保するものと

する。 

（5）市は，応急対策を行う職員等の安全確保のため，オフサイトセンター設等において，国，県及

び原子力事業者と相互に密接な情報交換を行うものとする。 

 

第 14 節  行政機関の業務継続に係る措置 

１ 庁舎の所在地が避難のための立ち退きの勧告又は指示を受けた地域に含まれる場合，あらかじ

め定めた退避先へ退避するとともに，その旨を住民等へ周知する。なお，行政機関においては住

民等の避難，学校等においては生徒等の避難を優先したうえで退避を実施するものとする。 

２ 市は，業務継続計画に基づき，災害応急対策をはじめとして，退避後も継続する必要がある業

務については，退避先において継続して実施するものとする。 

３ 市は，市内の一部が避難のための立ち退きの勧告又は指示を受けた地域に含まれ，かつ庁舎等

が当該地域に含まれる場合は，当該勧告又は指示を受けていない地域の適切な施設において必要

な業務を継続できるように，県の支援を受けるものとする。 
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第４章 原子力災害中長期対策 
 

第１節  基本方針 

本章は，原災法第１５条第４項の規定に基づき原子力緊急事態解除宣言が発出された場合の原子

力災害事後対策を中心に示したものであるが，これ以外の場合であっても，原子力防災上必要と認

められるときは，本章に示した対策に準じて対応するものとする。 

 

第２節 緊急事態解除宣言後の対応 

市は，内閣総理大臣が原子力緊急事態解除宣言を発出した場合においても，引き続き存置される

現地対策本部及び原子力被災者生活支援チームと連携して，原子力災害事後対策や被災者の生活支

援を実施するものとする。 

 

第３節 放射性物質の除去等 

１ 事故発生事業所の長は，事故収束後も汚染拡大防止に努めるとともに，放射性物質の除去・除

染及び放射線の遮蔽を行う。 

２ 市は，支援・研修センターとの協力のもと，国，県及び防災関係機関の長と連携し，環境中の

放射性物質の除去・除染を行う。 

 

第４節 各種規制措置の解除  

市長は，県が行う緊急時モニタリングの結果，国が派遣する専門家等の判断，国の指導・助言及

び指示に基づき，原子力災害応急対策として実施された，立入制限，交通規制，飲食物の出荷・摂

取制限等の解除を行うものとする。 

 

第５節 広 報 

市は，県が行う緊急時モニタリングの結果，各種規制措置の解除，健康被害，環境被害など災害

の状況をとりまとめ公表するとともに，わかりやすい形でその内容を幅広く広報する。 

なお，事故等の影響により，本県において風評被害が発生するおそれがある場合，積極的に広報

を行うものとする。 

 

第６節 被害状況の調査等 

１ 住民の登録 

市長は，国及び県と連携して，医療措置及び損害賠償の請求等に資するため，原則として避難

所に受け入れた住民について，あらかじめ定める記録票により登録するものとする。 

 

２ 被害調査 

市長は，国及び県と連携して，次に掲げる事項に起因して住民が受けた被害を調査するものと

する。 

(1) 避難・屋内退避等の措置 

(2) 飲料水，食料等に関する各種規制措置 

(3) 立入禁止措置 

(4) その他必要と認める事項 
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３ 汚染状況図の作成等 

市は，国及び県と連携して，緊急時モニタリングの結果に基づき，被災地域の汚染状況図を作

成するとともに，医療及び損害賠償請求等に必要な資料及び記録を整備するものとする。 

 

４ 被災者の生活の支援 

市は，被災者の自立的再建を促進し，安定した生活の早期回復を図るため，国及び県と連携す

るとともに，関係機関と協力し，必要に応じ，義援金品の募集・配分，租税の減免に努めるととも

に，資金の融資・貸付，損害賠償が円滑に行われるよう次のような窓口を設置する。 

(1) 住民相談総合窓口の設置 

住民からの健康上の相談，放射能の影響，損害賠償関係，農作物の汚染など，各種相談に対

応するために，総合窓口を設置する。 

(2) 被災中小企業者，農林水産業者への支援 

被災中小企業者，農林水産業者に対する援助，助成措置について広く広報するとともに，相

談窓口を設置する。 

(3) 損害賠償関係 

被害の補償が迅速，的確に行われるよう補償対策の窓口を設置する。 

 

第７節 住民等の健康影響調査等の実施 

1 市は，国及び県と連携し，防護対策を講じた地域住民等に対して，支援・研修センター等の専門

家の助言を得ながら，必要に応じ，健康影響調査（健康診断等）及び心のケアを含む健康相談を

実施する。 

2 健康影響調査は，必要に応じ，茨城県医師会，茨城県放射線技師会，茨城県看護協会，茨城県薬

剤師会及び茨城県臨床検査技師会等の協力を得て実施する 

 

第８節 事故発生事業所の原子力防災要員の派遣等 

事故発生事業者は，復旧段階において，県，所在・関係周辺市町村へ原子力防災要員等を速やか

に派遣する。派遣された原子力防災要員等は，施設敷地緊急事態の経過の連絡，応急措置の報告等

に関する説明を行うとともに，県及び所在・関係周辺市町村が実施する住民の健康診断，健康相談

等の原子力災害事後対策の立案への参加や広報（住民相談窓口を含む。）への協力をする。 

また，事故発生事業者は，被災者の損害賠償請求等のため相談窓口を設置する等，必要な体制を

整備する。 

 

第９節 物価の監視 

市は，国，県及び関係機関と連携し，生活必需品の物価の監視を行うとともに，速やかにその結

果を公表するものとする。 

 

 

 


